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        令和５年第１回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和５年３月８日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室 

１．開  会 令和５年３月８日 

       午前９時００分 

１．閉  会 令和５年３月８日 

       午後３時２０分 

１．出 席 委 員        

   委員長  竹﨑 幸仁 

   副委員長 酒井 宇之吉 

   委員   宇都宮 久見子 

   委員   中村 一雅 

   委員   二宮 一朗 

  委員   森川 一義 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

１．出席説明員 

生活福祉部長      

兼福祉事務所長  一井 健二 

福祉課長     池田いずみ 

人権啓発課長   山下 一彦  

環境衛生課長   大塚 義導 

健康づくり推進課長  大野本 敦 

市民課長     谷口 佳代  

福祉課長補佐   大内 俊二 

福祉課係長    竹内 奈美  

福祉課係長    三好 和義 

福祉課係長    萩原 武志 

人権啓発課長補佐   三好俊一郎 

人権啓発課主査  兵頭  央 

環境衛生課長補佐   武内幸希典 

環境衛生課係長  三好 進祐 

健康づくり推進課長補佐  井上 理恵  

健康づくり推進課長補佐  兵頭  真  

健康づくり推進課保健師長  宇都宮弥生 

健康づくり推進課係長  権田 恭子 

健康づくり推進課係長  松本 史子  

健康づくり推進課係長  山下 弘子 

三瓶支所生活福祉課長  兵頭 俊也 

市民課長補佐   二宮 国男 

城 川支所生 活 福 祉 課 長 補 佐  二宮 厚彦 

市民課係長     小野  恵 

市民課係長    松田  望 

市民課係長    竹田 哲志 

１．出席議会事務局職員 

   書記    大森 恵津 

１．会議に付した事件   

議案第17号    西予市国民健康保険条例の一部を 

改正する条例制定について 

議案第18号    西予市国民健康保険診療所条例の 

一部を改正する条例制定について 

議案第36号    令和５年度西予市一般会計予算 

議案第38号    令和５年度西予市国民健康保険特 

別会計予算 

議案第39号  令和５年度西予市後期高齢者医療 

特別会計予算  

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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 開会 午後９時00分 

 

【福祉事務所】 

【福祉課】 

○竹﨑委員長 

それでは、所管が福祉課のほうに変わりますの

で、議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」を議題といたします。 

池田課長の説明を求めます。 

○池田福祉課長 

それでは、議案第 36 号「令和５年度西予市一

般会計予算」のうち、福祉課所管分につきまして、

予算書に基づき御説明申し上げます。 

福祉課所管の全事務事業のうち、主立ったもの

のみについて御説明させていただきます。 

それでは、一般会計予算書 78 ページをお開き

願います。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費でございますが、令和５年度予算 5 億 1255 万

3000 円のうち、国民健康保険特別会計事業勘定

繰出事業及び職員給与費を除き、福祉課所管事業

分は 9990 万 4000 円を予算計上いたしました。前

年度と比較しますと 920 万 5000 円の減額予算と

なっております。 

まず、事業概要欄社会福祉総務費庶務事業

2818 万 4000 円でございますが、事務事業の統合

により、令和４年度の７つの事業を本事業にて実

施することにいたしております。そのうち、主な

事業の説明をさせていただきます。 

統合した事務事業につきましては、事前配信し

ております資料に記載しております。 

まず、民生児童委員活動推進事業でございます

が、御承知のように、民生委員・児童委員は民生

児童委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱する非常

勤の地方公務員で、任期は３年となっております。

本年度は一斉改選の年でございまして、各地区に

おいて区長さんが中心となって新たな任期の委員

を引受けていただく方を御推薦いただき、無事に

市内全域で主任児童委員 12 名を含む、民生委

員・児童委員 164 名の委員の方への委嘱を終えた

ところでございます。任期は、令和４年 12 月１

日からの３年間となっており、委員の皆様には、

住民の立場に立って、担当地域における相談に応

じ、訪問などによる実態把握や見守り活動など、

支援を必要とする住民と市や社会福祉協議会など

関係機関を結ぶパイプ役として大きな役割を担っ

ていただきます。予算の主な内訳でございますが、

委員の継続的な活動に対し、交通費等を費用とし

て、１人当たり年間で 13 万 9200 円、地区会長さ

んには 15 万 1200 円を費用弁償として支給するこ

ととし、そのほか、市民生児童委員協議会が行う

活動に必要な経費ほか事務費などと合わせまして

2416 万 3000 円を予算計上させていただいており

ます。 

避難行動要支援者管理運営事業についてでござ

いますが、避難行動要支援者名簿を整理し、個別

避難計画の作成を促進するために必要な郵便料及

び事務費 36 万 5000 円を計上させていただいてお

ります。引き続き、地域の防災意識の向上を図り、

要支援者の避難体制の整備、円滑な避難支援の実

施を目指してまいります。 

援護事務事業でございますが、市内５支部の遺

族会組織から成る市遺族会に対し、戦没者の御霊

を慰めるとともに、会員の研修や高齢化が進む遺

族の身の上相談、生活援護活動などの諸活動に対

して継続的な補助を行うため、令和５年度は

189万 9000円の予算を計上しております。遺族会

会員への継続的な支援を行うことで、活動を円滑

にし、戦争の悲惨さを風化させない活動につなが

っております。戦没者遺族の高齢化が進み、会員

数は年々減少しているものの、団体としての活動

を行うことで各会員への援護支援につながるもの

と考えております。 

続きまして、予算書の事業概要社会福祉協議会

運営補助事業 7172 万円でございますが、社会福

祉協議会は、社会福祉法において、地域福祉を推

進する中心的な団体として明確に位置づけられて

おり、地域福祉の担い手としての役割を果たす西

予市社会福祉協議会の法人運営及び社会福祉事業

に対し補助金を交付するものでございます。運営

に係る人件費、事務費、事業費等を補助しており、

前年度より 636 万 8000 円の減額となっておりま

すが、平成 30 年７月豪雨災害発生後、令和３年

度まで運営を委託しておりました西予市地域ささ

えあいセンターの閉所に伴って人員配置の見直し

を行ったことなどによる減額でございます。 

社会福祉総務費につきましては、以上でござい

ます。 

続きまして、予算書 83 ページをお開き願いま

す。 
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3款民生費、1項社会福祉費、4目障害者福祉費

でございますが、14億 2601万 4000円のうち、令

和５年度予算は、職員給与費を除き、事業予算分

13億 9947万 2000円を計上いたしました。前年度

と比較しますと 3009 万 8000 円の減額となってお

ります。障害者福祉費の事業としては、職員給与

費を除き、障害者福祉費庶務事業ほか全 11 事業

となっております。 

それでは、主な事業について御説明させていた

だきます。 

事業概要地域生活支援事業 5121 万 6000 円でご

ざいますが、障がい者がその能力や適性に応じ、

自立した日常生活や社会生活を営むことができる

よう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な

形態による事業を計画的に行い、障がい者等の福

祉の増進を図り、誰もが安心して地域で生活でき

るよう、障害者総合支援法に基づき市が行う事業

となっております。事務事業の統合により、令和

４年度の４つの事業を本事業にて実施することと

いたしております。 

統合した事務事業につきましては、先ほど同様

事前配信しております資料を御覧ください。 

地域生活支援事業には、地域で生活している障

がいのある方、その保護者、介護者などからの相

談に応じ、必要な情報提供などを行う相談支援事

業や、障がい者の日中の活動や介護者のレスパイ

トを支援するための日中一時支援、移動支援など

がございます。また、これらのほか、行政などへ

の事務手続や医療機関での診療等に手話通訳者の

派遣を行い、また、聴覚障がい者への理解と手話

に対する関心を広め、手話奉仕員の養成を行うた

めに、手話奉仕員養成講座を開催するなどして、  

障がい者とその他の者のコミュニケーションを図

るコミュニケーション支援事業や身体障がい者、

障がい児及び知的障がい者、障がい児の日常生活

上の便宜を図るため、障がい者または介助者から

の申請に基づき、排せつ管理支援用具のストマや

紙おむつなど、日常生活用具の給付を行う日常生

活用具給付事業などがございます。いずれも障が

い者の地域での暮らしを支える重要な事業でござ

います。 

次に、事業概要障害者総合支援給付事業の

11億 2064万 8000円でございますが、障がい者の

方が能力や適性に応じた障害福祉サービスを利用

し、自立した日常生活や社会生活をすることがで

きるよう支援するもので、障害者総合支援法に基

づき、介護給付、訓練等給付などに要する費用と

なります。この事業の需要については、年々増加

傾向にあり、特に自宅で入浴、排せつ、家事の介

助などを行う居宅介護や、グループホームでの生

活を支援する共同生活援助、一般企業などでの就

労が困難な方に就労する機会を提供するとともに、

能力などの向上のために必要な訓練を行う就労継

続支援Ｂ型のサービス利用増加が顕著でございま

す。昨年度と比較しましては 1910 万 9000 円の減

額となっておりますが、サービス利用者の死亡な

どにより、利用状況に変化があったもので、今後

の見通しとしては高齢化によるサービス利用の多

様化、多量化や障がい者への理解が進む中におい

て、各種サービスが充実され、事業費は増加傾向

で推移するものと考えております。 

次に、事業概要障害者自立支援医療費給付事業

3326 万円でございますが、この事業は、更生医

療、育成医療、療養介護医療が対象となり、心身

の障がいを除去、軽減し、日常生活を維持するた

めに確実な治療効果が期待できる医療費の給付を

行うものでございます。 

次に、事業概要重度心身障がい者医療費給付事

業の 1 億 1681 万 5000 円でございますが、この事

業は重度障がい者に対して、医療機関等で保険診

療された自己負担分を助成するものでございます。

高額な医療費がかかる可能性の高い重度心身障が

い者の経済的負担を軽くし、安心した生活を支援

しております。昨年度予算と比較して 585 万

6000 円の減額となっておりますが、サービス費

同様、医療費給付状況の変化及び令和５年度は受

給者証の更新のない年ですので事務経費の減額に

よるものでございます。 

続きまして、事業概要障害児通所支援給付等事

業 4213 万 4000 円でございますが、この事業は、

身体に障がいのある児童及び知的障がい、発達障

がいなどのある児童を対象に、通所による療育支

援を主な目的とするものです。通所支援、相談支

援の提供により適切な療育を促すとともに、保護

者の就労支援にもつながる制度でございます。障

がい児の通所支援におけるニーズは年々増大して

おり、保護者のレスパイトや就労のニーズ、障が

いの早期発見、早期療育といった流れからも、今

後の見通しとしては増加傾向にあるものと思われ

ます。 
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障害者福祉費につきましては、以上でございま

す。 

続きまして、95 ページを御覧ください。 

3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務

費でございますが、令和５年度予算額 4399 万

5000 円のうち、職員給与費を除き、生活保護施

行事業ほか全６事業予算 1197 万 5000 円を計上い

たしました。生活保護法の適正実施に当たり、相

談、調査、訪問などに必要な事務経費等であり、

生活困窮する市民に、生活保護法の適否を判断す

るとともに、最低生活の保障と自立助長を図る事

業に係る費用を予算計上しております。 

主な事業について御説明させていただきます。 

初めに、事業概要生活保護適正実施推進事業に

ついてでございますが、医療扶助費は生活保護扶

助費の多くを占めており、令和５年度においても

2億 5920万円の予算を計上しておるところです。 

この事業は、医療扶助費の適正化を図るために、

被保護者のレセプトを点検し、重複受診や頻回受

診をチェックするとともに、ジェネリック医薬品

の使用促進及び健康管理支援による重症化予防の

推進などを行っております。事業を行うに当たり、

レセプト点検の外部委託、レセプト管理システム

の活用及び医療扶助指導員による嘱託医協議や資

格審査など、様々な方法を用いて医療扶助の適正

受診などに努めておるところです。今年度は

246万 9000円の増額予算となっておりますが、次

年度から医療扶助によるオンライン資格審査の導

入により、生活保護システム等の改修が必要にな

りますので、システム改修費用を新たに計上した

ことによるものの増加でございます。 

次に、予算書 96 ページ、事業概要生活困窮者

自立支援事業について御説明いたします。 

平成 25 年 12 月に生活困窮者自立支援法が成立

し、平成 27 年４月からの制度化に伴い、生活困

窮者自立支援機関として、西予市福祉総合相談セ

ンターを設置いたしました。センター運営に必要

な事務経費等 53 万 9000 円を予算計上いたしてお

ります。センターには自立支援相談員、家庭児童

相談員を配置し、庁内関係課はもとより、西予市

地域包括支援センターや児童相談所など、連携を

強め、多様なニーズに対応できるワンストップ窓

口として、相談者に寄り添いながら必要な支援を

行っております。 

次に、予算書 97 ページをお開きください。 

3款民生費、3項生活保護費、2目扶助費でござ

いますが、令和５年度予算は 4 億 5265 万 1000 円

を計上いたしました。生活保護扶助事業は、生活

保護法に基づき、生活に困窮している方に、困窮

の程度に応じた保護を行い、最低限度の生活を保

障するとともに、その自立を助長することを目的

としております。保護の内容には、生活扶助、教

育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶

助、生業扶助、葬祭扶助などがございます。保護

を受けようとする方は、市の福祉事務所に保護申

請を行い、預金、不動産などの資産調査、年金や

収入などの調査、就労の可能性の調査、親族の扶

養調査などを経た後、保護の要否が判定され保護

を受けることになります。現在４人のケースワー

カーと査察指導員１名を配置いたしまして業務に

当たっております。前年度と比較しますと

1824 万 4000 円の増額となっております。被保護

者の高齢化に伴い、医療扶助費が、扶助費の中で

も大きな役割を占めており、扶助費の実績及び見

込みに鑑みて予算を増額して計上いたしました。 

次に、予算書 98 ページを御覧ください。 

3款民生費、4項災害救助費、1目災害救助費、

事業概要、災害援護資金貸付事業 82 万 3000 円で

ございますが、平成 30 年７月豪雨災害時に実施

しました災害援護資金の貸付けにつきまして、償

還金等を計上するものでございます。 

歳入につきましては、事前に提出しております

資料の福祉課委員会資料説明資料（歳入）に充当

先事業、備考欄に補助率などを記載させていただ

いておりますので、お目通しいただき、説明は割

愛させていただきます。 

以上、福祉課所管分の令和５年度西予市一般会

計予算につきまして、よろしく御審議の上、御決

定くださいますようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

池田課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

96 ページの生活困窮者自立支援事業ですが、

これは本人が福祉課へ申請するわけですか。 

○竹﨑委員長 

本人の申請かという問合せであります。 

○池田福祉課長 

生活保護の申請につきましては、まず御本人で
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あったり、地域の民生委員さんであったり御親族、

御家族であったりが、まず御相談にこられます。

保護の制度の内容を御説明させていただき、先ほ

どの口述の中にもありましたように、様々な調査

を経て、それからケース会議にかけまして保護の

要否を判定しております。相談につきましては

様々なケースがあるかと思います。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

今の関連ですが、コロナに入って審査といいま

すか、そういうものが多少緩くなってるような感

じが私はするんですが、その点はいかがでしょう。 

○池田福祉課長 

審査は基準がありますので、収入資産の基準で

すとか、それが年齢だったりとか、家族構成の最

低生活基準を上回れば、一応一旦見送りといいま

すか、資産を活用していただくとかそういうこと

で、基準が決まっておるので、コロナによってそ

の審査が緩くなっとるということはございません。 

○酒井副委員長 

コロナによって増えている実態はありますか。 

○池田福祉課長 

コロナが影響で生活保護になられた方っていう

のは余りいらっしゃらなくて、件数ちょっと今、

手元にないんですが、今年度に入っては１件だけ。

コロナが直接的な原因で例えば職を失ったとか、

何かこう事業が停止してしまったとか、廃業した

とかいうようなことが原因でっていうことはもう

余りなくて、影響があると言ったら、やはり物価

の高騰とかがございますので、預貯金の減少によ

る申請というのは非常に多い状況ですから、コロ

ナというよりは物価高騰のあおりが多少はあるか

なと。一番多いのは疾病、病気になって医療費が

払えなくなって、なおかつ資産をずっとそれで預

貯金を取崩していたのでっていうようなケースが

多ございますので、コロナによってっていうのは

余りケースとしてはございません。 

○酒井副委員長 

ひとつ資産というものの中にいつも引っかかる

んですけども、車があるんですよね。軽トラだっ

たら大丈夫、乗用車の高級乗用車だったら駄目、

そういう要件があると思うんですけれども、その

辺りの判断はどのように指導してますか。 

○池田福祉課長 

生活保護を受けると原則車を保有することはで

きません。乗用車であろうが軽トラであろうが、

車の保有は原則認められておりません。やはり資

産と見なされること、それから維持費がかかりま

すし、賠償能力がないというようなことから要件

としては認められてはないんですけれども、いろ

いろちょっと条件にあって、確実に就労の見込み

があって、確実に保護が脱却できるとか、障がい

があって通院にどうしても必要やっていう、ちょ

っとその中でもいろいろと条件があるんですけれ

ども、ある一定の本当に厳しい、今年県の指導監

査があったんですけれども、車の保持に関して非

常に厳しい指導を受けまして、保有を認めるかど

うか、処分指導するかどうかは、福祉事務所長を

中心としてケース会議にかけまして、保有の判定

はしておるところです。 

○酒井副委員長 

私が言いたいのは、車がなければ田舎ではちょ

っと日常生活が不便であるというのが、都会と比

べて。この問題がちょっといつも都会と田舎の生

活保護の対象の要件が違ってくるんで、デラック

スなレクサスだとかね、そういうのは駄目だけど

も、軽四ぐらいの日常生活の必要については、や

はり生活保護をされてる方も、やはりそれが事業

用だとかそういうことじゃなしに、移動用に生活

保護の人たちが使うという場合には、条件の緩和

っていうものを考えていただきたいなというのが

本文です。 

○池田福祉課長 

福祉事務所の裁量でっていうことでしょうか。 

保護手帳というのがありまして、そこに明確に

いろんな条件等も記載されておるわけなんですけ

ど、先ほど言われたような障がい者の通院の手段、

例えば定期的に通院があって、その地域上、公共

交通の利用ができない、または困難とかいうよう

な認められる保有の条件もあったりはするんです

けれども、しっかりとそこは手帳、それから国の

指針、そういったものに鑑みました判断をさせて

いただきたいというところでございます。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 25 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 30 分） 

そのほか質疑はありませんか。 

○中村委員 
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数点聞きたいことがあるんですけど、１つずつ

いきます。 

まず、避難行動要支援者の管理について、名簿

の作成とか個別の避難計画に関わる部分で、どの

程度まで進展してるか教えていただいたらと思い

ます。 

○池田福祉課長 

名簿の整理ということの御質問がありました。 

現在、今年度の名簿の整理をしておるところで

ございまして、新たに対象者、要介護３以上とか、

障害の級とかそういった避難行動要支援者の対象

者となりうる方や、今までに無回答であった方に

ついて 1,651 名の方に文章をお送りしております。

現在、回答期間中ですので、何人の方がどうこう

言う、まだ集計等はないんですけれども、それか

ら、今回から様式を分かりやすく変更をいたして

おります。個別計画の実効性を高めるために、真

に支援の必要な方を避難行動要支援者として整理

をしまして、個別計画を速やかに策定できる仕組

みに変更いたしました。具体的には、自力避難が

可能な方や避難時に家族の協力が得られる方は申

し出いただいて、まずは避難行動要支援者として

は非該当、また個別避難計画の策定を取りあえず

保留とさせていただいて、自力避難ができない方

などの個別避難計画、その中でも同意をいただい

た方の個別避難計画を先に策定することといたし

ております。 

そうすることで自主防災組織や地域の協力も得

られやすく、真に必要な方の個別避難計画の策定

が進むものと期待しております。 

○中村委員 

今のことについて再質問です。 

その作成した名簿については、民生委員さん、

あるいは防災連絡協議会の組織のほうに、避難行

動要支援者の同意を得て開示するということにな

ろうかと思いますけど、その辺についてはいかが

でしょうかね。 

○池田課長 

おっしゃるとおりでございまして、避難行動要

支援者名簿というのが、今回から避難行動要支援

者の対象者のリストっていうのが今まで定義に当

てはまる方全員 6,000 人とか 5,000 人とかそうい

った方々を避難行動要支援者として名簿を整理し

とったんですけれども、今回から避難行動要支援

者名簿としては、自力避難ができる方や家族の協

力が得られる方、入所されている方等は非該当と

いうことで、避難行動要支援者名簿の中の同意を

得られた方を、民生委員さんですとか自主防災組

織に提供することにしております。それから非常

時には、災害時にはもう西予市長の判断によりま

して、避難行動要支援者リスト、これはもう同意

を得られてない方であったり、自力避難ができる

と言われても家族なかなか困難を抱えられてる方

も多いと思いますので、非常時には、避難行動要

支援者のリストとして、それぞれの名簿の提供等

は考えております。 

○中村委員 

予算書の 83 ページ、障害者福祉費において

3116 万 3000 円の減額、先ほど４事業統合しまし

たみたいな御説明あったかと思います。 

事業概要ごとの増減は分からんのですけれども、

障がい者が急に減ったとは思えないんだけれども、

この減額になった経緯についてもう少し詳しく教

えていただいたらと思いますが。なぜかというと、

今回一般質問させていただいて、当初予算の編成

で非常に苦しんだと。だけれども扶助費について

は高止まりしていて、なかなか減らないのだとい

う御答弁いただきましたが、ここは減額になって

いる。社会福祉総務費も減額になってますよね。

だから、そういう減額になってるのは予算を絞っ

たから減額になったんではなくて、自然に利用者

が減ったからという、そういう要因についてお尋

ねしている。 

○池田福祉課長 

今ほどの 3009 万 8000 円の減額の理由について

でございますが、この障害者福祉費の中での減額

の金額となっております。大きなものとしては、

障害者総合支援給付事業の中で 1900 万程度減額

をしておるんですけれども、これについては、対

象者が、昨年サービス利用が多かった対象者の方

が死亡等により、そういったサービス利用の状況

がちょっと大きく変わる状況がありましたので、

減額となっております。そのほかで言いますと、

地域生活支援事業が昨年度と比べまして 200 万ほ

ど減額しておりまして、これがやはり同じように、

サービス利用者、訪問入浴サービスっていうのを

利用されていた方がお亡くなりになったり、移動

支援、日中一時支援っていう支援があるんですけ

れども、それらがやはりちょっとコロナの影響が

あったかなということで、４年度は、各障がい者
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事業所にもコロナがちょこちょこ発生しました。

それで事業所がちょっと閉鎖したりとか人数を減

らしたりとかいうこともあったかと思いますので、

それらの影響で地域生活支援事業は減っておると

思います。 

あとそれぞれの事業で減額がしてありますので、

ちょっとまとめたら 3000 幾らっていうことには

なるんですけれども。お手元に配信しております

ところには過去の事業ずつにはなかったですよね。

それぞれの統合した事業が一つになっているので

分かりにくいかと思うんですけれども、統合前の

４年度の事業一つひとつ積み上げの減額となって

います。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

今と関連するんですけれども、83 ページの障

害者福祉費 14 億 2600 のところの一般財源が 4 億

3807 万 3000 円ですかね。これがちょっと予想以

上に一般財源が多いんやなあというふうに思った

んですけども、この 10 いくつある事業の中のこ

の国庫支出金に当たる国庫や県やという、要する

に支出金がある事業と完全に自主事業って言うか、

すみ分け大体分かります。 

主に、障害者総合支援給付事業 11 億 2000 万の

ところかなとは思うんですけども、予想的には。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 38 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 40 分） 

○池田福祉課長 

まず、地域生活支援事業については、地域生活

事業費等国庫補助金と地域生活支援事業費県補助

金、手話通訳者派遣事業利用費負担金というもの

が補助と入っておりまして、一般財源が、地域生

活支援事業の 5121 万 6000 円のうち一般財源が

3084 万 4000 円となっております。障害者総合支

援給付事業 11 億 2648 万円のうち、これが２つの

国庫補助が国庫金が当たっておりまして、障害者

自立支援給付費国庫負担金と障害者自立支援給付

費県負担金、こちらの公費が当たっておりまして、

先ほどの金額のうち 2 億 8176 万 7000 円が一般

財源です。心身障害者扶養共済負担金支払事業、

こちらのほうが３つ補助等がありまして、365 万

8000円のうち一般財源が 16万 2000円、特別障害

者手当給付事業 1308 万 4000 円のうち、一つ国庫

負担金があたっておりまして一般財源は 349 万

3000 円、障害者自立支援給付費、障害者自立支

援医療費給付事業、これが 3326 万円のうち３つ

負担金等がありまして、一般財源が 845万6000円、

重度心身障害者医療費給付事業が 1 億 1681 万

5000 円のうち、一つ県補助金がありまして、一

般財源が 6280 万円。それから、身体障がい者・

児補装具給付事業 567 万 2000 円のうち３つ負担

金、補助金がございまして、一般財源が 129 万

9000円、特別児童扶養手当給付事業 16万 6000円

は、これ事務取扱交付金として全額交付金があた

っております。障害児通所支援給付事業 4 億

2130 万 4000 円のうち、国庫負担金と、それから

通所医療費、これは当たっておりまして、一般財

源が 1067 万 9000 円となっております。障害者福

祉費については以上でございます。 

○二宮委員 

もう１点、97 ページの扶助費、生活保護のと

ころですけども、これはちょっとほとんど国なの

かなというふうに思っとったら 1 億 700 万という

一般財源があったんで、これについては、どうい

う部分なのかちょっと分かれば教えてください。 

○池田福祉課長 

生活保護扶助事業（法定受託事務）でございま

すが、4 億 5265 万 1000 円のうち、扶助費の国庫

負担金ですとか県負担金、生活保護の返還金も一

応歳入に入れ込んでおります。一般財源が 1 億

702 万 3000 円となっております。 

○二宮委員 

その 1 億 702 万円の、横の区分にいろんな生活

扶助費があるじゃないですか。葬祭扶助費とかい

ろいろ項目が。そういうどこの中が一般財源が入

ってるのかっていうことです。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 45 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午９時 46 分） 

○池田福祉課長 

扶助費全体で国が４分の３、市が４分の１とい

うことで財源内訳となっております。 

○二宮委員 

分かりました。私の認識として、扶助費がもう

少し国のほうから来るのかなというちょっと予想

だったので、今、知ったというのはちょっと恥ず
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かしいぐらいですけど、ありがとうございました。 

もう１点ですけども、援護事業の中の戦没者で

すけども、今もう高齢化して、遺族がだんだんと

減ってると思うんですが、その遺族となる人の要

件がどこまでなのか。子なのか孫なのか、ちょっ

と分かれば教えていただきたいと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 48 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 49 分） 

○池田福祉課長 

今ほどの二宮委員の御質問につきましては、三

好係長から回答いたします。 

○三好福祉課係長 

遺族の定義についてお答えいたします。 

戦没者の方が亡くなられたときに生きとられる

方が対象となります。兄弟とか子どもさんがおら

れたら対象になるんですけども、その方が亡くな

られたら対象外となりますので、その下の家族の

方に関しては対象外となります。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 49 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 52 分） 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

もう１点、ＤＶ関係事業ですけれども、ここに

書いてある説明のほうには、夫婦間でみたいなの

があったんですが、これには親子とかのＤＶも一

緒ですかね。 

緊急避難先というのは、どういうふうになっと

るんでしょうかね。 

○池田福祉課長 

緊急避難先についての御質問でしたけれども、

シェルターが松山にございますけれども、なかな

か警察案件だったりじゃないと入れてもらえない

っていような、すぐに入所ができなかったりとか

するんですけど、今の保護の現状としては、警察

からの通知を受けて、ホテルに泊まっていただく

とか、そこから費用が警察から出る分もあったり

して、障がい者の虐待の場合は、それから、本人

さんが１人で自立できるグループホームの入所に

つなげたりとかいうようなケースはあります。緊

急避難先でケースによって、いろいろちょっと遠

くに住まわれとる子どもさんが一緒に生活されと

るケースも最近ではありましたし、そこの場所が

分かっとるっていうようなとこもあるんですが、

もうそこは家族の中でしっかりとやりますよって

いうことだったりはします。 

○二宮委員 

小さい子どもさんとかの場合は、宇和島の児童

相談所でいいんでしょうかね。 

もう１点、今ちょっとニュースと見よっても、

このＤＶ関係で事件になっとることがかなり多い

んですけども、近年のこの西予市の中の件数があ

る程度分かれば教えていただきたいと思います。 

○池田福祉課長 

令和４年の現在までの件数なんですけども、Ｄ

Ｖ相談件数が 19 件、うち障がい者虐待の案件が

２件と児童虐待の案件が５件ということで、あと

は親子間だったり、障がい者の中でも親子間だっ

たりとかはあるんですけれども、成人の間柄だっ

たり男女の関係だったりとか、そういうケースで

ございます。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○宇都宮委員 

地域生活支援事業の中で教えていただきたいん

ですけれども、まず一つが、身体障害者自動車運

転免許取得助成と改造費助成事業があると思うん

ですけど、これ車とかもちょっと走りよるの見た

目では分かりにくいんですけど、市内にどれぐら

いこれを申請されたり、乗られてる方がいらっし

ゃるかっていうのは把握されてますか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 56 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 57 分） 

○池田福祉課長 

身体障害者の自動車改造費補助金、あるいは免

許の取得の補助金、日常生活地域生活支援事業の

中にございますけれども、ここ数年申請がないよ

うな状況でございます。過去に何件申請があった

かというのは、今資料がございませんので、分か

れば、また御報告させていただくという形にさし

ていただいたらと思います。 

○宇都宮委員 

それと同じところでコミュニケーション支援事

業なんですけれども、手話奉仕員の養成講座を開

催するっていうことがあるんですけれども、大体
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手話奉仕員さんがどれぐらいいらっしゃるのか、

どういう方を言うのか、どんな活動をされてるの

か御説明いただけたらと思うんですけれども。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 58 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 59 分） 

○池田福祉課長 

手話奉仕員についてですが、人数ですけれども、

今、西予市には３名いらっしゃいます。委託先が

５人ということになっております。奉仕員につい

ては、市の実施する講座を修了しておれば修了証

をお渡しして、それで奉仕員となるわけなんです

けれども、活動としては、ほぼボランティアって

いうことで、どんな場所でどういった方でされと

るかはちょっと私も分からないんですけれども、

例えば、地域の生活の中でお困り事のある方に声

をかけていただいたりとかしていただいとるんじ

ゃないかなとは思っておるんですけれども。 

○宇都宮委員 

今ほどの説明でしたら、今回の予算にも上がっ

てる会計年度任用職員の方が開いてる講座で、講

義を受けて、そこで資格をもらったら手話奉仕員

になるということですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 01 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 02 分） 

○池田福祉課長 

手話奉仕員の人数ですとか、どういった方がな

られるのか、どういった場で活躍されているのか

っていう御質問につきましては、後ほどまた詳し

くこちらのほうで調べまして回答させていただく

形とさせてください。 

○宇都宮委員 

細かい内容についてはまた後での御報告いただ

けたらと思うんですけど、私もそうなんですけど、

ここ最近、結構手話を使ったようなテレビドラマ

とかが出てるんで、やっぱり若い子たちも、私も

含めて手話検定を受けに行ったりとかをしてるん

ですけど、やっぱそういう興味を持つ方が増える

かなあと思うんでちょっと前の何カ月か前のドラ

マも手話のドラマがあったんですけど、これから

聴覚障がい者への理解を増やしていく、手話に関

する関心を広めるということでは、ちょうどいい

タイミングなんじゃないかなと思うんで、アピー

ルをしていただいて、人数も後で報告はいただく

と思うんですけど、少しでも興味を持ってもらっ

たり、人数が増えるように尽力していただけたら

と思います。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○酒井副委員長 

人工透析の人数について、現在西予市には何人

おられまして、病院はどこでかかってるのか、そ

れぐらい調べておりますか。通院費が出ておりま

すので。 

○池田福祉課長 

人数につきましては、12 月支給の段階で 66 名

の方に通院費を支給しております。その方々の病

院の内訳は、今手持ち資料がございませんので、

また後ほど報告させていただきたいと思います。 

○酒井副委員長 

その内で市外へ出てる透析患者が何人いるかも

一緒に調べて報告願います。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。委員長交替しま

す。 

〔委員長交代〕 

○竹﨑委員 

中村委員も質問したんですけれども、72 ペー

ジの避難行動要支援者に関連の質問ですが、具体

的な取組の中で、私も東地区のワークショップの

ほうにも参加していて、そして、そこの教授の人

に森脇教授とのやりとりを含めて、先ほど言われ

たリストの件も作成して、より要介護の人たちの

命を守るという取組、大賛成です。 

その中に、教授の話によると、１人のつまり支

援者、サポーターですね、支援者がいた場合と、

２人になった場合とでは助けられる割合が全然違

うということがありました。ですので、せっかく

いい試みをされているので、これをより具現化し

て、１人体制よりは２人体制、しかもそこに愛大

生と工夫して開発したアプリ、これを入れていれ

ば、さらに、要介護者で助けられる必要があるの

に、その人が助けられていないということまで分

かるという報告がありました。なので、このいい

試みをさらに進展するお考えはあるかないかをお

伺いします。 

○池田福祉課長 
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個別避難計画につきましては、もう国の指針に

よりまして、避難支援者は２名記載するようにな

っております。また避難路、これ過去にも御質問

いただいたんですけれども、自宅から避難所まで

の避難路も経路として示すようになっております。

おっしゃるとおり、避難支援者は多いほうがいい

んですけれども、やはりもう高齢化が進む中で、

避難支援者が避難支援者をお互いが支援し合うっ

ていうようなことも今後想定されるわけなんです

けれども、きちっと計画の中で盛り込んでいきた

いなと思ってます。 

アプリの活用については、多方面から御意見い

ただきますので、今後また情報推進室とも連携し

て、またそちらのほうにも検討していきたいなと

思っております。 

○竹﨑委員 

今の説明で納得しました。ぜひ、１人でも要支

援者が残されることのないような、可能な限りそ

ういった地域と連携を密にして、助けられる命を

できるだけ助けられるように取り組んでいただき

たいと思っております。 

○酒井副委員長 

委員長を交代します。 

〔委員長交代〕 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 12 分） 

 

【生活福祉部】 

【人権啓発課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 19 分） 

人権啓発課の審査を開始します。議案第 36 号

「令和５年度西予市一般会計予算」について議題

といたします。 

○山下人権啓発課長 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予算」

のうち、人権啓発課所管分につきまして予算書に

基づき御説明申し上げます。 

まず、歳出予算から御説明申し上げます。 

予算書の 80 ページをお開きください。御用意

しております資料も同時に御覧いただきたいと思

います。 

3款民生費、1項社会福祉費、2目社会福祉施設

費 2123 万 5000 円のうち人権啓発課所管事業は、

宇和ふれあいセンター管理運営事業 352 万円と宇

和小森会館管理運営事業 315 万 9000 円の隣保館

２館の事業実施に係る経費を計上しております。

事業内容としましては、各種講座の開催及び講座

ごとの人権学習会の実施、訪問相談、大会・研修

会への参加、人権相談会の開催、施設の維持管理

など、地方改善事業費補助金交付要綱に基づき、

補助対象となる事業を積極的に実施しており、約

７割を補助金で賄っております。 

同じく 80 ページを御覧ください。 

会計年度任用職員給与費（宇和ふれあいセンタ

ー管理運営事業）分 568 万 1000 円は、職員２名

の報酬等について計上しているもので、宇和小森

会館管理運営事業分 388 万 8000 円は、館長と１

名の報酬等について計上しているものでございま

す。 

次に、予算書の 85 ページを御覧ください。 

3款民生費、1項社会福祉費、6目男女共同参画

費は、男女共同参画事業に 11 万 6000 円計上して

おります。報償費 6 万 6000 円と旅費 5 万円は、

男女共同参画行動計画策定に関して、策定委員会

の委員に支出するものでございます。 

同じく 85 ページ下段から 87 ページを御覧くだ

さい。 

7 目人権対策費 4941 万 3000 円、前年比 472 万

5000 円の増額となっております。主な理由とし

まして、職員給与費１名分の増額と人権啓発課の

会計年度任用職員１名の減を合わせたことによる

増額でございます。事業内容としまして、人権対

策事業に 720 万 9000 円を計上しております。 

資料の３分の２ページも御参照ください。この

事業は、既存事業を統合した新規事業で男女共同

参画事業のうち消耗品費と人権啓発庶務事業、人

権擁護事業、そして、令和５年度から設置する成
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年後見制度中核機関に関わる予算を統合したもの

でございます。 

人権啓発課の各種事業の推進に必要な消耗品費、

使用料、負担金及び補助金について計上をしてお

ります。愛媛県人権対策協議会西予支部補助金に

つきましては 573 万 1000 円として、前年比５％

減の 30 万 2000 円を減額しております。 

また、市内の子どもたちに人権について考える

機会を与えるために人権の花運動を行い、生命の

尊さに触れることにより、人権尊重思想の普及、

高揚を図ります。 

また、人権相談所を開設し人権侵害等の有事に

備えています。人権擁護事業分は 11 万円を計上

しております。 

また、成年後見制度利用促進に係る中核機関を

設置し、後見制度の周知を図るため、制度利用促

進に係る運営費として、報償費、旅費、需用費を

42 万 7000 円計上いたしております。 

改良住宅事業 178 万 8000 円につきましては、

建設課所管の予算で建物の管理、家賃収納の経費

が計上されております。人権啓発課では、入退去

の手続と住宅に関する相談等を行っております。 

会計年度任用職員給与費 998 万 2000 円は、本

庁及び各支所に配置されている人権啓発指導員５

人の報酬等でございます。 

次に 87ページを御覧ください。 

8目人権教育費、人権教育事業に 676万 1000円

を計上いたしております。あわせまして、資料の

３分の３ページを御参照ください。人権教育事業

も、既存事業を統合した新規事業で、人権教育庶

務事業、人権のつどい事業、塔和子顕彰事業、人

権教育推進事業を統合したものでございます。愛

媛県人権教育協議会西予支部と各分会が連携して

人権同和教育の推進を図っております。愛媛県人

権教育協議会西予支部補助金につきましては、

648 万円でございます。各事業を県人権教育協議

会西予支部補助金に含めて計上し、各事業を協議

会で実施しようとするものです。84 万 7000 円増

の主な理由は、県人権教育協議会西予支部の補助

金の一律５％カットによる減額が主なものでござ

います。愛媛県人権教育協議会西予支部で実施す

る事業といたしましては、各町の特色を生かした

人権のつどい、地区別人権同和教育学習会、学校

単位で実施する校区別人権同和教育学習会、各種

大会への参加や実践報告、塔和子顕彰事業並びに

人権作品集「かがやき」の発刊などがございます。 

次に、歳入予算について御説明いたします。予

算書は戻りまして、20 ページをお開きください。 

13 款使用料及び手数料、1 項 2 目 1 節社会福祉

使用料小森会館 1,000 円、宇和ふれあいセンター

5万 3000円、それぞれの貸し館の使用料を計上し

ております。 

次に、予算書 30 ページを御覧ください。 

15 款県支出金、1 項 6 目 2 節地域改善対策高等

学校等奨学金事務市町交付金は、奨学金の事務の

説明会や奨学金滞納者の世帯訪問に対する交付金

7 万 6000 円を計上しております。前年比 6 万

8000 円の増は奨学金滞納者への訪問件数の増に

よるものでございます。 

同じく 30 ページをお願いいたします。 

15 款県支出金、2 項 2 目 1 節地域交流促進事業

費県補助金 87 万 6000 円と隣保館運営費県補助金

926万 3000円は、いずれも隣保館の運営に対する

県補助金を計上しており、宇和ふれあいセンター

管理運営事業と宇和小森会館管理運営事業に充て

ております。補助率は約 70％でございます。 

最後に、予算書 34 ページを御覧ください。 

15 款県支出金、3 項 2 目 1 節人権啓発活動費委

託金 18 万 2000 円は、人権啓発活動費に係る県委

託金を計上しており、人権啓発資料作成と人権の

花運動に充てることとしております。 

以上で、議案第 36 号「令和５年度西予市一般

会計予算」についての説明とさせていただきます。

よろしく御審査の上、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

山下課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

人権啓発課が所管している事業にはならないか

もしれませんけども、例えば児童虐待やったら、

今、教育課のほうが担当するんですかね、人権啓

発課でやっとんですかね。人権啓発で国の所管し

とる法務省じゃないですか。法務省のホームペー

ジ見たら子どものいじめ、児童虐待で、ネットの

いじめというのが今最近出とるんですけども、そ

ういうのが縦の中で、西予市に全部人権啓発課な

のか、先ほどもちょっと酒井委員の質問にもあっ

たけど、そういう所管がほかの部に行っとる部分
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があるのかというのが一つと、最近よく話題にな

っとる同性婚とかの話もあったり、ＬＧＢＴとい

う話が出ておるわけですけども、そういう流れの、

国からの事業的な、近い将来何かあるような予算

というのは聞こえてきてるのか、きてないのか。

２点ちょっとお伺いしたいなと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 43 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 44 分） 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

二宮委員から御質問がありました児童虐待等の

各種相談につきましては、今それぞれ担当課のほ

うで、学校のほう、あるいは家庭的なことの中で

の家庭生活上の子どもの問題でありましたら、子

育て支援課、またその要因が経済的なことがあり

ましたら福祉課とか、そういった各所管課でまず、

第一次的には、相談を受けておる状況でございま

す。その後必要に応じて福祉課にあります福祉総

合相談センターあたりへ取りつないで、ケースご

との会議を行っているという状況であります。今

後、先ほど説明させていただきました成年後見制

度あたりも、そういう流れの中で取り扱うことに

なっておりますけれども、現時点では、一時的な

窓口はそれぞれの原課という体制で対応をとって

いる状況でございます。２点目の答弁につきまし

ては担当課長のほうから答弁をさせます。 

○山下人権啓発課長 

２点目に質問がございましたＬＧＢＴＱ＋とか、

そういった関係の動きについてでございますが、

県のほうからも、パートナーシップ制度等につい

ての実施状況であるとか、そういった調査がきて

いるところでございます。県下におきましても大

洲市が取り組んでいると思いますけれども、松山

市においては、その当事者につきまして、賛否が

あるということで、取り組みにくいというような

意見も書いてございました。ちょっと今県内の状

況の実数の資料がございませんので、何市町が取

り組んでいるかどうかは、ここでお答えすること

が出来ません。以上でございます。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

先ほどの 1 点目の質問で追加をさせていただき

ます。担当窓口が一時的といったケースもござい

ますし、また福祉総合相談センターに直接来訪さ

れる場合もありますので、その場合は相談センタ

ーが一時的に受け付けて、市担当課へつなぐとい

うケースもございますので、追加で答弁させてい

ただきます。 

○竹﨑委員長 

山下課長が答弁された件は、後ほど調べて回答

するということで、よろしいですか。もう一度お

願いします。 

○山下人権啓発課長 

先ほど答弁いたしました、ＬＧＢＴに関する県

内の状況につきましては、後ほど委員長あてに書

面にて、報告させていただいたらと思います。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○二宮委員 

部長のから御答弁いただいたんですけども、一

般的に考えて、さっき言ったようなネットいじめ

から児童虐待とか、そういうふうなものは、大き

く言えば人権ですよね。だから総合窓口いうたら

変ですけど、一般的に僕らやったらそこへ人権に

電話して、今の体制やったら、そこから振り分け

るみたいなことかなと思うんですけども、人権啓

発課に直接そういうふうな件数というのがどのぐ

らい大体来てるのか、もしわかれば、大枠の項目

が分かれば、あれが何件これが何件みたいな、教

えていただきたいなと。 

○山下人権啓発課長 

人権啓発課に直接御相談がありました件数につ

いてなんですけれども、先日の一般質問にも質問

がございましたが、今後も件数が少し増えており

まして、令和２年に人権啓発課が設置されました

が、以降、直接人権啓発課で相談にこられた方は、

今日現在で 33 件となっております。内訳は、面

談が 14 件、電話相談が 15 件、メール相談が４件

でございます。相談内容についてですけれども、

主なものは、御近所トラブル、障がい者の福祉関

係、地域とのかかわり方について、コロナ感染に

対する誹謗中傷、パワハラ、課に対するひやかし、

外国人の人権など様々な相談がございます。部落

についての相談というのは、もうほぼないという

のが現状でございます。 

○二宮委員 

ありがとうございます。そしたら今の相談の中

で福祉や障がい者については多少あるけども、先

ほど部長から答弁があったような、例えば、子ど

も関係とかいうのは、児童虐待とかというのは直
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接は、やっぱり福祉課とか、そちらのほうに相談

が行っておるということで理解していいんですか

ね。 

○山下人権啓発課長 

そういった直接的なものはこちらにあったこと

がございませんので、直接、担当課のほうに、福

祉のほうに御相談されているものと思われます。 

○宇都宮委員 

女性の会とか婦人があったかと思うんですけど、

それは所管でしたよね。昨年度で一応解散という

形になったかと思うんですけれども、そのあと、

いろいろな意見は出て、解散という形になりまし

たけど、これからの方向性とか、また相談しなが

ら進めていきますみたいなことで会が終わったか

なと思うんですけど、そのあとの予算とは関係な

いんですけど進捗状況とか、今年度何か行動があ

るようでしたらどういう動きになるのかなという

のをちょっと御説明いただけたらと思います。 

○山下人権啓発課長 

宇都宮委員から御質問がありました女性の会で

ございますが、令和４年 10 月 25 日の総会におい

て、所属団体も当初 31 団体が２団体となり運営

が難しいのと、今後も加入者数が増える見込みは

ないということで解散ということにさせていただ

きました。この解散につきましては、令和３年の

１年間かけて、役員さん方と十分に議論を重ねた

結果ということでありますので、そういう形にな

りましたが、市に対して女性からの意見、提言と

いうのは大切なことでありますので、そういった

新しい取組みも考えていく組織は出来ておりませ

んが、考えていきながら、サテライト市長室など、

ほかに提言する機会もございますので、そちらも

利用しながら、行政への意見、提言をしていただ

こうという考えでございます。 

○宇都宮委員 

経緯は分かったんですけれども、今までその所

管が人権啓発のほうだったっていうこともあって

そちらに御相談とかこれからあるかないか分から

ないですけど、もしあった場合は相談にのってい

ただくようなことをお願いして、もうなくなった

から知らないよではなくて、また課は変わるのか

もしれないですけど、繋ぎ役というか、今まで所

管やったということで、もし何かあったときはま

た相談できる窓口としていただいたらなと思いま

すよろしくお願いします。 

○山下人権啓発課長 

男女共同参画事業を所管しておりますので、そ

の点につきましては、お受けしていかなければな

らないと考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

成年後見人の現在の西予市の状況を説明してい

ただいたらと思います。人数そして成年後見人の

指名されてる方の弁護士だとか、行政書士、司法

書士だとか、そういうところがあるんですか。そ

ういうことが把握出来ておれば説明願いたいと思

います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 00 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 02 分） 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

西予市の状況でございますが、ちょっと手持ち

のほうでは、令和４年 10 月１日現在の数値とは

なりますけれども、全体で成年後見制度としては

62 件、保佐が 10 件、補助１件、任意後見１件の

計 74 名の方が利用されていると伺っております。

なお成年後見となられた方職種等につきましては、

様々になろうかと思いますが裁判所のほうで把握

されておりますので、市としては承知はいたして

おりません。以上答弁とさせていただきます。 

○二宮委員 

人権のつどい事業ですけども、人権啓発課が出

来て、それまでの長かった人権のつどい事業、何

とか変えたらどうですかって毎年のように言っと

ってやっと変わってよかったと私は思っておりま

すけども、宇和会場しか見てないんですが、ほか

の会場も過去の人権のつどい事業とどう変わった

のかというのが一つと、来年度、また目新しいと

いうか、そういうふうな事業を考えておるのかっ

ていう、その２点だけお願いします。 

○山下人権啓発課長 

人権のつどい事業につきましては、三瓶町を除

く、三瓶町は独自の研修を行っておりますが、各

旧町で実施されております。宇和町につきまして

は、今年度宇和中学校の協力を得まして、宇和中

生徒の人権劇と全体会場との全体協議を実施して

おりました。ほかの地区につきましては、大体中

学校、高校との人権の授業参観とコラボレーショ



－14－ 

ンといいましょうか一緒になりまして、そこに授

業参観の後に人権のつどいを実施させていただく

形が多くなっております。そこで講演者を依頼し

たりして、講演を聞いてあと感想を聞くというよ

うな形がやり方になっております。来年度の計画

につきましては、宇和会場につきましては具体的

な計画はまだ未確定でございまして、決まってご

ざいません。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 06 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 07 分） 

○山下人権啓発課長 

宇和以外の支所、旧町の人権の集いの実施につ

いてですけれども、内容につきましては、今度の

人権教育協議会の各分会があるんですけれども、

そこの中で決定をしていくという形になっており

ます。その内容についてですけれども、今年度明

浜とかにつきましては、塔和子さんのお話があっ

たんですけれども、その話の後中学生生徒、親も

交えてのワークショップを開きまして、いろいろ

やり方は、それぞれ工夫をされてやられているよ

うでございます。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 08 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 13 分） 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 14 分） 

 

【環境衛生課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 21 分） 

続いて環境衛生課所管分に移ります。議案第

36号「令和 5年度西予市一般会計予算」について

議題といたします。 

大塚環境衛生課長の説明を求めます。 

○大塚環境衛生課長 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予算」

環境衛生課当委員会所管分について御説明をさせ

ていただきます。 

歳入歳出別の当初予算につきましては、皆様に

配付しております環境衛生課令和５年度当初予算

説明資料にまとめておりますので、この資料に基

づきまして、御説明をさせていただきます。 

それでは、歳入予算から御説明をさせていただ

きます。資料の歳入予算資料を御覧ください。 

なお、各予算科目における予算書の該当ページ

は、資料の備考欄に記載をしておりますので、あ

わせて御確認いただいたらと思います。 

令和５年度の当課に係る歳入予算の総額は 1 億

1558 万 8000 円となっており、令和４年度予算と

比較しまして 753 万 6000円の増額となります。 

歳入予算の内訳を科目別に説明いたしますと

13 款使用料及び手数料のうち、1 項使用料、3 目

衛生使用料、1節保健衛生使用料が 906万 9000円、

2 項手数料、2 目衛生手数料、1 節保健衛生費と

2 節清掃手数料の合計が 6642 万 2000 円、15 款県

支出金のうち、2 項県補助金、3 目衛生費補助金、

1 節保健衛生費県補助金の合計が 32 万 5000 円、

3項委託金、7目衛生費委託金、1節保健衛生費委

託金が 2,000 円、16 款財産収入、1 項財産運用収

入、2 目利子及び配当金、1 節利子の合計が 1 万

6000 円、18 款繰入金、2 項基金繰入金の合計が

1513 万 3000 円、20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑

入、4 節衛生費雑入の合計が 1462 万 1000 円とな

っております。 

これらの各予算の増減理由は、資料に記載して

おりますとおりですが、特に説明が必要な科目に

ついて、増減理由を御説明させていただきます。  

まず、13 款使用料及び手数料のうち、1 項使用

料、3 目衛生使用料、1 節保健衛生使用料の中の

西予市衛生センター使用料ですが、人口減少及び

公共下水道の整備等により、し尿受入れ量の減少

が続いていることから、過去の実績を精査し算出

した結果、170万 1000円の減額に、次に 2項手数

料、2 目衛生手数料、2 節清掃手数料の中の粗大

ごみ処理手数料は、実績精査により 71 万 9000 円

の増額に、次に 15款県支出金のうち、2項県補助
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金、3 目衛生費県補助金、1 節保健衛生費県補助

金の中の新エネルギー関連設備等導入促進支援事

業費県補助金については、歳入歳出予算で説明を

行いますが、昨年度家庭用燃料電池及び蓄電池の

補助制度を創設いたしましたが、実績を踏まえて

の予定件数とし、それに伴う県からの補助金とい

うことで 17 万 5000 円の減額に、次に 20 款諸収

入、5項雑入、4目雑入、4節衛生費雑入の中の再

資源化売却収入については、金属、古紙類売却価

格は上昇しており、184万 2000円の増額としてお

ります。 

また、再商品化合理化拠出金については、公共

財団法人日本容器包装リサイクル協会において、

原油高の影響等もあり、資源売却価格が上昇し、

有償拠出金も増加傾向になっており 163万6000円

の増額としております。 

続いて、歳出予算について御説明をさせていた

だきます。資料の歳出予算資料を御覧ください。 

なお、こちらも各事業における予算の該当ペー

ジを備考欄に記載しておりますので、あわせて御

確認ください。 

当課に係る歳出予算の総額は 8 億 1396 万

9000 円となっておりまして、令和４年度予算と

比較して 408 万 3000 円の減額となります。 

予算額の内訳を科目別に説明いたしますと、

4 款衛生費、1 項保健衛生費、4 目環境衛生費で

は、上下水道課所管予算を除く当課分として、

6578 万 1000 円となっており、令和４年度予算と

比較しますと 5114 万 9000円の減額となります。 

各事業別予算の増減理由は、資料に記載してお

るとおりですが、予算が増額となった事業のうち

特に説明が必要な事業につきまして、御説明をさ

せていただきます。 

環境保全推進事業については、令和４年度予算

では、西予市地球温暖化対策実行計画事務事業編、

策定委託料及び燃料電池並びに蓄電池の県補助と

していたことにより 491 万 9000 円の減額として

おります。また、当課内分の職員給与費として、

正職員７名分を計上しております。 

次に 4 款衛生費、1 項保健衛生費、7 目葬祭費

では 2086 万 864 万円となっており、令和４年度

予算と比較しますと 726 万 3000 円の減額となり

ます。その中で、主な増減理由といたしましては、

宇和光浄苑管理運営事業では、火葬炉整備修繕工

事を完了しましたことから 220 万 1000 円の減額

としています。 

続いて、野村浄香苑管理運営事業については、

令和４年度に屋外防水及び外壁改修工事が終了し

ましたことから 717 万 5000 円の減額となってお

ります。 

三瓶清流苑管理運営事業については、施設の修

繕計画に基づき、火葬炉の修繕など修理を実施す

るため 235 万 3000 円の増額となっております。 

続いて、会計年度任用職員（野村浄香苑管理）

野村浄香苑の会計年度任用職員の給与費としまし

て、会計年度任用職員 1 人分を計上しております。

野村浄香苑の清掃伐採のみの作業となっており、

野村産業建設課道路清掃会計年度任用職員兼務と

なっております。 

次に、4款衛生費、2項清掃費、2目塵芥処理費

では 5 億 9243 万 5000 円となっており、令和４年

度予算と比較しますと 1917 万 9000 円の増額とな

ります。主な増額理由としましては、塵芥処理費

庶務事業にて、原油高による原材料費の高騰の影

響等もあり、市指定ごみ袋ごみ収集袋作成に関わ

る費用が増加するとともに、令和５年度から、公

益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ、製品

プラスチックの処理を委託することから 651 万

9000 円の増額としております。 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への

製品プラスチックの処理委託に係る増額では、廃

棄物処理委託事業にて、埋立てごみ処理委託料を、

廃棄物収集運搬業務委託事業にて、埋立てごみ運

搬業務委託料を減額としております。 

続いて、廃棄物収集運搬業務委託事業について

は、燃料の高騰により、収集運搬にかかる費用が

増加しており 327 万 1000 円の増額としておりま

す。 

続きまして、宇和清掃センター管理運営事業、

野村クリーンセンター管理運営事業について、令

和２年度より処理費の処理費用の削減、リサイク

ルのため、バックホウをリース契約にて導入して

おりましたが、新たに購入するため、それぞれ

538 万 5000 円、602 万 6000 円の増額としており

ます。 

続いて、城川清掃センター管理運営事業ですが、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への製

品プラスチックの処理委託に伴う設備の設置、既

存設備の移設などにより、331万 5000円の増額と

しております。 
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続いて、会計年度任用職員（宇和清掃センター）

の会計年度任用職員の給与費としまして、会計年

度任用職員２人分の給与及び手当関係を計上して

おります。令和４年度予算と比較して 38 万

9000 円増額となっております。続いて、会計年

度任用職員（城川清掃センター）の会計年度任用

職員の給与費としまして、会計年度任用職員 7 人

分、給与及び手当関係を計上しております。令和

４年度予算と比較しまして 86 万 2000 円の増額と

なっております。 

続きまして、会計年度任用職員給与費（野村ク

リーンセンター）の会計年度任用職員の給与とし

ていたしまして、会計年度任用職員２人分の給与

及び手当関係を計上しております。令和４年度予

算と比較して 22 万 6000 円の増額となっておりま

す。また、当課の職員給与費として、正職員３人

分を給与及び手当関係を計上しております。 

次に、4款衛生費、2項清掃費、3目し尿処理費

では 1 億 2709 万 7000 円となっており、令和４年

度予算と比較しますと 1085 万円の減額となりま

す。主な減額理由としましては、委託料及び整備

費の再計算をし、事業費の標準化をしたところ、

整備費が減額したためでございます。 

最後に、13 款諸支出金、2 項基金費、1 目基金

費の合計は 1 万 6000 円となっております。基金

事業の目的についての説明は省略させていただき

ますが、予算は基金利子による積立金となります。 

以上で歳入歳出予算の御説明をさせていただき

ました。よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

大塚課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

ちょっと聞き逃したのかもしれませんが、

102 ページの田園ロマンの里づくり推進事業

216 万 8000 円ですが、115 万の減額になってます

けども、事業自体の内容、もう１回教えてくださ

い。 

○大塚環境衛生課長 

田園ロマンの里づくり推進事業でございますが、

これにつきましては石城小学校の授業とかをやっ

てるんですが、それに伴いまして、周南市のほう

に石城小学校の児童を連れて見学に行く予定にし

ておったんですが、今年はちょっとコロナの関係

でいろんな交流を考えておったんですが、行けな

かったということで、周南市のほうにその分が主

な減額理由という形になります。 

○二宮委員 

今年度行けなかって、来年度出来ないというこ

とですよね。 

○大塚環境衛生課長 

詳細につきましては、武内補佐が御説明いたし

ます。 

○武内課長補佐 

今ほどの田園ロマンの里づくり関係の減額の理

由について説明いたします。昨年度の予算に比べ

まして令和５年度の要求予算につきましては、職

員の普通旅費については、一旦計上をしておった

んですけれども、査定の中で１度減額というよう

な形となり、講師謝金につきましても事業精査を

した関係で調整し、その分の減額がございました。

普通旅費につきましてはまた内部で年度内の執行

の中で調整しながら、できるものについてはまた

運用していきたいというようなことで考えており

ます。 

○二宮委員 

ありがとうございます。そしたら周南市との交

流については規模は変わらないということでいい

んでしょうか。 

○武内課長補佐 

今ほどの質問についてお答えいたします。周南

市との交流事業につきましては同じような形で予

算を要求さしておりまして、ここ数年間、コロナ

の関係で実施出来ておりませんので、５年度につ

きましてはぜひ実施したいなと考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○中村委員 

犬（ねこ）愛護事業 81 万 2000 円の中身につい

てお尋ねいたします。 

○大塚環境衛生課長 

犬（ねこ）愛護事業につきましては犬のほうの

注射を毎年いきよるんですけども、その関係が主

なものです。後は、そういった捕獲犬のえさとか、

そういった形で使っております。 

○中村委員 

地域猫の避妊についてはこの中に入ってないと

いう理解でよろしいですか。 
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○大塚環境衛生課長 

避妊については、令和５年度につきましてはご

ざいます。入っております。避妊の補助金の関係

ですよね。81 万 1000 円は入っております。 

○大塚環境衛生課長 

詳細の方は、武内補佐から説明をさせていただ

きます。 

○武内課長補佐 

避妊去勢手術の予算につきましてお答えいたし

ます。令和４年度避妊去勢手術のかかる補助金に

つきましては 33 万予算計上させてもらっており

ましたが、令和５年度につきましては規模、件数

を縮小しまして、19 万円を予算計上させてもら

っております。 

○中村委員 

宇都宮久見子議員が以前、地域猫の件で一般質

問をされていまして、結構、各地域で三瓶でもあ

りましたけれども、地域猫が増えて困っていると

いうような、市民からの苦情が届いていました。

これについては予算も増額していただきたいんだ

けどくらいに思っていましたが、県からの助成が

減って減額となった。減額となった根拠というか

理由についてお聞かせいただいたらと思います。 

○大塚環境衛生課長 

減額になった理由につきまして正確には、なく

なりました。その詳細につきまして、また武内補

佐から説明をお願いしたいと思います。 

○武内課長補佐 

減額理由についてお答えいたします。以前にも

増して、要望につきましては非常に多いのですが、

実際の犬、猫の送致件数を見ますと 70 数件から、

現在 29 件に現在減っている状況でございます。

その辺りを含めまして、事業予算を計上させてい

ただいたときに、財政課との協議の中で、時限的

なものとか、その経過の状況によってというよう

なことも踏まえまして、査定を受けておりました

ので、一応今年度を最終年度にして、一応こうい

う約束ではあるんですが、この状況がまた引き続

き続くようであれば、また来年度も要求していき

たいなとは思っておるんですけど、現在の状況の

中ではこのような査定の中で、こういう金額

19 万というような形で実施することになった次

第でございます。 

○中村委員 

申請件数が 72 から 29 に減ったということで、

違いましたか。今の説明で、市民から申請を受け

て補助率が幾らで実際に全部自腹であるとすると、

１匹につき３万円ぐらい避妊、去勢にかかるみた

いな話も聞きましたけど、幾らぐらいの助成があ

って、それが申請何件あってという対応になって

るのかちょっとお尋ねしたい。 

○武内課長補佐 

今の件につきましてお答えいたします。今年度

につきましては、申込みのほうが多数ありまして

７月末には件数が上限に達しております。実績頭

数といたしましては、飼い猫の雄が６匹、飼い猫

の雌が 15 匹、飼い主のいない雄猫が 14 匹、飼い

主のいない雌猫が 29 匹、合計で 64 件の補助をさ

していただいております。飼い猫の雄及び雌につ

きましては、１頭当たり 2,000 円の補助、飼い主

のいない雄猫に 4,000 円、飼い主のいない雌猫に

8,000 円の補助とさせていただいております。先

ほど言われたように、実際かかる費用といたしま

しては、雄猫の去勢施設は大体 1 万円から 1 万

5000 円、それで雌猫につきましては、2 万円から

2万 4800円の費用がかかっておりまして、この助

成につきましては、一部の助成というような形に

はなっております。これが現在の実績でございま

す。先ほど申しました件数は、送致件数、どうし

ても飼えない猫を動物愛護センターに送致したそ

ういった捨て猫を送致して、愛護センターに届け

た件数が 70 件から 29 件に、今年度減っておると

いうような状況でございます。 

○二宮委員 

106 ページの衛生費の塵芥処理費の中の宇和清

掃センター管理運営事業以下、野村クリーンセン

ター、城川清掃センターのところでプラスチック

の容器の委託先のことで、何か新たにいるので、

この増額になってるという説明だと思うんですけ

ども、一時的というか今年度だけ増えて来年度以

降は増えないということで理解していいんでしょ

うか。 

○大塚環境衛生課長 

宇和清掃センター管理運営事業と野村クリーン

センター管理運営事業は、バックホウを購入する

ということで増額しております。先ほど言われま

した城川の部分は確かに製品プラスチックを来年

度、令和５年度から容リ協のほうに出すというこ

とで、そのための機器の設備移動とか、そういっ

たものを増額しております。 
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○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○宇都宮委員 

先ほど中村委員からも質問があったかと思うん

ですけども、犬猫の関係はこれ、かなり私もどう

なのかなというところあります。が、ちょっと、

これ予算のことですのでこれからも引き続き私は

言っていきたいと思うんですけれども、県のほう

にも、市からこれだけ市民の方が要望してるよっ

ていうことを挙げていただいたらと思うんですけ

れども、その中でこれ、例えばなんですけど、今

回は予算が減ってしまいましたけど、犬猫のこと

で予算がかからない、猫に関してもそうですけど、

予算がかからなくてできること例えばなんですけ

ど、市民の方に言われたのは、迷い犬というか、

犬捕まえたときにやっぱペットは家族なんで、放

送でも、宇和町で見つかったなら宇和町の放送で

もこういうのがこの辺で捕まりましたよとかって

いうことを放送してもらったらどうやろかとかっ

ていう、それぐらいのことやったらしてもらって

もどうかなと思うんですけど、いかがなものでし

ょうか。 

○大塚環境衛生課長 

放送につきましては防災無線ということで、基

本は危機管理課のほうと情報推進室とか、そうい

ったところといろいろ関わってるもんですから、

放送できると今この場ではちょっと申し上げにく

いんですけれども。 

○宇都宮委員 

こういうことを言うと怒られる方もいらっしゃ

るかもしれないですけど、人探しのことは放送す

るけど、犬はしませんよっていうのは、犬も家族

と思って飼ってるのかっていうか、もう家族の一

員なので、やっぱりその辺り放送に限らず、ホー

ムページにしろ、やっぱり１人１匹というか、家

族でも救えるような方法をとっていただいたらと

思います。再度引き続き、県には今回の避妊の依

頼が市内ではあるっていうことはやっぱり伝えて

いっていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

御意見のほうありがとうございました。犬につ

いては、送致期間という期間がありますので、な

かなか皆さんにお知らせする手段というのは、限

られてこようかなと思っております。現在につい

ては、ホームページで情報提供をしておるという

状況ではございますけれども、先ほど課長答弁し

ました防災行政無線につきましては、運用ルール

等もございますので、情報推進課のほうとの協議

課題とさせていただいたらと思います。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○森川委員 

106 ページの廃棄物処理委託事業の削減する方

法、考えてもらったらと思います。 

三好係長から御説明をさせていただきます。 

○三好環境衛生課係長 

令和５年度からも、やはり先ほど課長からの話

もありましたとおり、埋立てごみ処理をしており

ました製品プラスチックを日本容器包装リサイク

ル協会に引き渡すことにより、こちらのほうも予

算削減に寄与するという形で考えております。ま

た、来年度導入予定のバックホウを宇和清掃セン

ター、野村クリーンセンターに導入予定なのです

が、こちらに関しましても、廃棄物の容量削減、

圧縮、こういったものに用いるということで、そ

れに関しても処理費用の削減に至るものと考えて

おります。また、そのほかにも事業者から、こう

いった処理費用の削減方法があるとの御相談も幾

つかはいただいておりますのでそちらのほうも検

討しながら、より処理費用を削減できるよう検討

していきたいと考えております。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

今ほど担当から処理方式と工夫ということで御

説明をさせていただきましたが、今行政のほうで

取り組めるべき内容のものでございますけれども、

各御家庭でも、例えば生ごみを出すときも水分が

かなり含んでおりますと、処理にも経費がかかっ

ておりますので、家庭内で出す際には水気を十分

絞っていただくことで処理費の削減は図れるもの

かと思いますので、ぜひとも御協力いただけまし

たらと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○中村委員 

目的基金の中で、歳入の分です。繰入金がゼロ、

前年対比で、もう完全にゼロになっていて、その

分マイナスになっている。これ繰入金がゼロにな

っている理由を聞かせいただきたい。 
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○大塚環境衛生課長 

まず繰入金の中で子育て教育基金の繰入金です

が、これは教育総務課が所管されておりますので、

令和５年度についてはほかの教育関係で繰入れを

行いたいということで、子ども教育振興基金につ

いてはいただいて、そういうことで令和５年度に

ついてはいただけなかった。あと、公共施設整備

基金繰入金でございますが、これは先ほどちょっ

と御説明しました野村浄香苑の屋外防水と外壁の

工事の財政課からいただいた分でございます。だ

から今年はもう工事が完了しておりますので、な

いということでございます。以上でございます。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

補足をさせていただきます。２つの基金繰入金

につきましては、歳出で充当する関係がございま

して、ここのところに歳入に計上いたしておりま

すけれども、子ども子育てにつきましては、広く

子どもの教育事業について、市全体の各種事業に

充てることになっております。今回、前回は田園

ロマンの里の学習事業に充てるということで令和

４年度計上しておりましたが、ないということで

ございますし、公共施設につきましては、前回は

野村浄香苑の施設ということで、新年度において

は財政課が、ほかの公共施設の事業に基金を繰り

入れるということになっておりますので、今回の

資料の中ではゼロということにいたしております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 57 分） 

 

【健康づくり推進課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 00 分） 

所管を健康づくり推進課のほうに移ります。議

案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予算」に

ついて議題といたします。 

大野本健康づくり推進課長の説明を求めます。 

○大野本健康づくり推進課長 

それでは議案第 36 号「令和５年度西予市一般

会計予算」のうち、健康づくり推進課所管分につ

いて、予算書に基づき御説明申し上げます。 

まず初めに歳出について御説明申し上げます。

事前に説明資料を配信しておりますので、そちら

のほうもあわせて御確認いただけたらと思います。

詳細の説明は、主立った事業のみとさせていただ

きますので、御了承いただきたいと思います。 

それでは予算書 98、99 ページをお開きくださ

い。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費のうち、当課に係る予算額は 1079 万 3000 円で、

職員給与費を除く５つの事業を所管しております。

保健衛生総務費の前年度当初予算に対しまして、

今年度は443万6000円の減額となっております。

減額の主な理由につきましては、利用者の減少、

車両の老朽化などに伴って温泉巡回バス事業を廃

止したことによるものでございます。なお、職員

給与費については説明を省略させていただきます。 

続きまして 101 ページをお開きください。 

2目予防費におきましては 1億 5379万円を計上

いたしました。前年度比 1 億 3117 万 3000 円の減

額となっておりまして、大きな要因としましては

新型コロナウイルスワクチン接種に係るものであ

ります。まず予防接種事業でありますが、1 億

310万 6000円を計上しており、前年度と比較しま

して 1 億 2557 万円の減額となっております。先

ほども申しましたが、減額の最も大きな要因とし

ましては、新年度における新型コロナウイルスワ

クチンの接種について、国の方針が明確に示され

ていないため予算を計上していないことによるも

のでございます。このことにつきましては、近日

中に通知される見込みでありまして、詳細が分か

り次第、予算計上なども含め、早急に対応してい

きたいと考えております。また、定期予防接種、

任意予防接種につきましては、前年度比 1270 万

4000 円の減額となっておりますが、ここ数年の

実績に基づいてより精査を細かくしまして、現状

に即した予算としております。令和４年度からヒ

トパピローマウイルスワクチン、いわゆる子宮頸

がんワクチンですけれども、接種の積極的勧奨が
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再開されまして、また、令和元年度から実施され

ております風疹抗体検査及び予防接種もさらに令

和４年度から３年間延長されておるところでござ

います。 

次にがん検診等事業ですけれども、4754 万

6000 円を計上しており、前年度比 349 万 1000 円

の減額となっております。これにつきましても、

ここ数年の検診実績を勘案し、精査をしまして計

上をいたしております。ここ数年コロナの影響や

受診の申込み方法の変更などもありまして、受診

率が低下しておりますので、令和５年度において

は、積極的な受診勧奨を行って、少しでも受診率

が上がるよう努めてまいりたいと思います。 

次に、健康づくり推進事業でありますが 313 万

8000 円を計上しております。事業内容としまし

ては、特定健康診査やがん検診に含まれない健康

診査、また、健康相談、健康教育、訪問指導等に

かかる費用を計上しております。また、令和元年

度から健幸ポイント制を導入し、市民に健康づく

りへの関心を高める取組を進めておりますが、こ

の事業において、景品等の予算を計上しておりま

す。５年目の取組となりますが、参加申込みの様

子や申込者の行動変容などを見ながら、内容を見

直して、さらに効果が上がるように取り組んでい

きたいと考えております。 

次に 104ページをお開きください。 

5 目精神衛生費でありますけれども、精神保健

事業としまして 82 万 6000 円を計上しております。

令和５年度も県補助事業であります地域自殺対策

強化事業補助金を有効に活用しまして、西予市自

殺対策計画に基づき、心の悩み相談やゲートキー

パー研修、また各学校におけますＳＯＳの出し方

に関する教育等を実施してまいります。また令和

５年度は、自殺対策計画の見直しの年となってお

りますので、これまで実施した事業を振り返りな

がら、二次計画の策定に取り組んでまいります。 

次に 6 目母子衛生費でありますが、母子保健事

業 4086 万 1000 円を計上しており、昨年度比

2774 万 9000 円の増額となりました。増額の要因

としましては、本年２月から開始いたしました出

産子育て応援給付金事業の実施によるものであり

ます。母子保健事業の内訳としましては、妊産婦

健診事業、母子保健訪問指導事業、母子相談教育

事業、乳幼児健診事業と、また産後ケア事業及び

先ほど申しました出産子育て応援給付金事業であ

ります。妊娠届出や出生数の減少に少しでも歯止

めをかけるために、今後、不妊治療に関する支援

についても検討する予定としております。 

次に、歳入に移りたいと思いますが、タブレッ

ト端末に説明資料を事前に配信させていただいて

おりますので、お開きいただきたいと思います。 

歳入合計 1984 万 6000 円を計上しておりまして、

前年度比としましては 1 億 394 万 3000 円の減額

となっております。この減額の大きな要因としま

しては、歳出で説明したとおり新型コロナウイル

スワクチン接種に関する国庫負担金、国庫補助金

の減額によるものでございます。歳入につきまし

ては、詳細の説明を割愛させていただきますので、

御了承いただいて、説明資料のお目通しをいただ

けたらと思います。 

以上、議案第 36 号「令和５年度西予市一般会

計予算」健康づくり推進課所管分の説明とさせて

いただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○竹﨑委員長 

大野本課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

101 ページのがん検診事業ですが、大体何名の

方が受診されますか。 

○大野本健康づくり推進課長 

がん検診の受診者数なんですけれども、がん検

診、御存じのとおり、主に胃がん検診、肺がん検

診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診と

５つありまして、当然これ、男性、女性が受ける

もの、女性だけが受けるものということでそれぞ

れ人数が異なっておりますが、がん検診ごとに数

字を報告させていただきます。これは令和４年度

の 12 月末現在の数字でございます。胃がん検診

ですが、受診者数が 1,233 人、それから肺がん検

診ですけれども、こちらＣＲ検診というものにつ

いて 2,139 人、ＣＴ検診が 691 人、大腸がん検診

につきましては 2,871 人、それと子宮がん検診は

これ女性だけになりますけれども、1,440 人、乳

がん検診につきましては、これも女性にのみとな

りますが 1,837 人、以上が令和４年度 12 月末現

在の受診者数であります。 

○竹﨑委員長 
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そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

特定健診ですけれども、今年度通知の仕方が変

わったという、以前説明があって、多少減ったん

でしょうかね。来年度以降はどのような方式で、

ここんとこ会場を変えたりいろいろ形態が変わっ

てきてると思うんですけれども、やっぱり１人で

も多く参加してもらうということが大前提なんで、

令和５年度はどういうやり方なのかちょっと分か

ってる範囲でお願いしたいと思います。 

○大野本健康づくり推進課長 

受診申込みの方法なんですけれども、昨年から

全戸配布というのをやめまして、広報等の周知を

しまして、おのおのが電話それからウェブ等で申

し込むというやり方にしております。今年もその

方法は変えてはおりません。ただ周知不足の面も

ありましたし、ちょっと分かりにくかったという

ところもありますので、既にお送りはしておるん

ですけれども、パンフレットをより分かりやすい

ものに切替えまして、広報で今周知は一旦終わっ

ているところです。昨年から方法を変えましたの

で、大分市民の皆様の理解も深まってきているの

かなという感覚はありますけれども、また今月の

広報にがん検診を受けてくださいというような広

報もしておりますし、昨年よりも積極的に周知を

行っていきたいと考えております。以上答弁とさ

せていただきます。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

非常にいろいろ特化した形でやっとるんですけ

ど、男性の前立腺がんっていうのが結構あるんで

すが、これの検診っていうのは設けられておらな

いんですか。 

○大野本健康づくり推進課長 

前立腺がんの検診についても行っておりまして、 

対象が 50 歳以上の男性ということで、これにつ

いて令和４年度の受診者数が 1,009 人ということ

になっております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

妊娠、出産について、里帰り出産いうんですか

ね、ああいう人もたくさんなんかおるように聞い

とるんですけども、そういう人たちは、市の中で

そういう事業の中に参加できるというのはあるん

でしょうか。 

○大野本健康づくり推進課長 

基本的に里帰りをされた方、例えば西予市がふ

るさとでこちらに帰られたという場合については、

こちらの医療機関を当然受入れられるわけなんで

すけれども、いろいろ出産までに健診を受けられ

ると思いますが、その健診については、あくまで

も住民票がある自治体のほうが費用を負担すると

いうようなことになっておりますので、例えばこ

ちらで一旦全額支払っていたということになると、

帰られてから請求をされて、後で返ってくるとい

うような形になってこようかと思います。ただ、

心配事があったときに、保健師に何か相談がした

いとか、そういったことがあった場合は、こちら

で対応することももちろんありますし、出産後も

保健師のほうが訪問したりということはしており

ます。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

今年西予市は少子化対策元年という形で打ち上

げてるんですが、健康づくり推進課の中にそれに

そぐうような予算っていうのは、どことどこなん

ですか。特化してちょっと説明していただいたら

と思います。 

○大野本健康づくり推進課長 

今の御質問ですけれども、全国的な話ですが２

月から始まりました出産子育て応援給付金、出産

するまで妊娠届出があったときの５万円と、それ

から、出産してからの５万円、計 10 万円ってい

うのは全国的にあることなんですけれども、今の

ところ、まだ実際にこの予算の中には計上してな

いんですけれども、先ほど説明させていただいた

ように不妊治療を、今保険適用になっとるんです

けれども、それの自己負担分について助成をする

というような事業を今検討中であります。それの

費用については、県が固まり次第、もしかすると

補正で計上するようになるかもしれませんし、も

しくは令和６年度からということにはなるかもし

れませんが、今後不妊治療助成事業について計上

していくような形を予定としております。 

○酒井副委員長 

県の予算に不妊のやつがあるんで、その分は県

のほうからおりてくるんかなというような解釈を
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しておるんですが、それでよろしいですか。 

○大野本健康づくり推進課長 

先ほどの不妊治療のことをもう少し詳しく説明

申し上げますと、保険適用になる不妊治療と適用

にならないものがあるんですが、適用になるもの

について市のほうで独自の助成事業を立ち上げる

予定です。保険適用外の部分について県の補助事

業を活用できると思っておりますのでそれを合わ

せた形で、これから事業を組立てていく予定とし

ております。ですので、県の交付金も活用をする

予定です。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○宇都宮委員 

予防接種事業の中で、風疹対策、抗体検査、予

防接種が 31 年から３カ年で、令和４年から３年

間延長になったということなんですけれども、大

体、年間どれぐらいの方が、子どもは別として大

人の方で、どれぐらいいらっしゃるんですか。 

○大野本健康づくり推進課長 

今の御質問ですが、令和元年から始まっており

まして対象が、風しんの抗体を持っていないとさ

れている昭和 37 年から昭和 54 年の男性が対象に

なっております。その方々にクーポン券をお送り

して、受けていただいているんですが、令和元年

それから２年の受診者が約 1,100 人ほどおられま

す。そこはちょっと最初だったので受診者数がお

られるんですが、令和３年、４年になりますとぐ

っと下がって、令和３年においては 151 人、令和

４年で 170 人ということでだんだん関心も薄くな

ってきているのかなというところはありますので、

令和５年度につきましても、またはがきのほうで

受診の勧奨をしていきたいなと思っているところ

です。 

○宇都宮委員 

私もちょっと勉強不足ながら、最近、風疹、男

性がかかっとったら、妊娠したときにみたいなの

をたまたま知ったんですけど、そういうの啓発と

いうか多分知らない、知っとれるのが当然なんか

もしれんですけど、あんまりそこまで大変なこと

で考えてない方もおれたらいかんので、啓発をお

願い出来たらと思います。 

○大野本健康づくり推進課長 

おっしゃるとおり妊娠中の女性が風疹にかかる

と赤ちゃんが死ぬ場合があるということが言われ

ている風疹ですので、こちらのほうの広報等の周

知、それから、まだ受けてない方への受診勧奨等、

積極的に行っていきたいと思っております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

食育事業について、予算 42 万 9000 ぐらいなん

ですけれども、どういう事業を今、栄養食育班と

地産地消推進班による活動を軸にというふうな説

明書きがあるんですけれども、どういう事業をし

ているのかちょっと教えてください。 

○大野本健康づくり推進課長 

食育事業につきましては西予市の食育推進計画

というものを策定しておりまして、それに基づい

て先ほど言われた二つの班で協議を行いながら、

いろいろな事業を進めていくこととしております。

聞かれたことがあるかもしれませんが「適塩、適

糖、しっかり野菜」といったような栄養面での教

育食育を行ったりしております。それにつきまし

ては保育所とか、小さいときからそういうことを

理解できるような形で栄養士が保育所に随時行き

まして、毎年繰り返し食育をしているということ

もありますし、また高校にも出向いて、子ども達

と一緒に郷土料理をつくったり、それからこの飲

物にはこれだけ糖分があるんだよといったような

教育をして、生活習慣病にかからないような取組

をしたりしております。今紹介したのは、一部で

すけれども、そういったような様々な食に関する

教育について積極的に行っているところです。以

上答弁とさせていただきます。 

○二宮委員 

そういう事業を積極的な事業が 42 万 9000 円で

できるんでしょうかね。 

○大野本健康づくり推進課長 

今の質問ですが確かにちっちゃな予算ではある

んですけれども、あと別の部門で介護の部門から

予算をとってきたりとか、そういったこともして

おりますので、ここはあくまでも市単独として組

んでいる経費だけなんですけれども、うまいこと

その補助にかかるようなものも取り入れながら次

へ進めておりますので、もう少し予算はかかって

はいます。ただそんなにどさっと予算を大分使う

ような事業ではちょっとないので、細々といいま

すか、予算的にはそういった形でやっているとこ

ろです。 
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○竹﨑委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 25 分） 

 

【市民課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後 1 時 30 分） 

続いて、市民課所管分を議題といたします。 

議案第 17 号「西予市国民健康保険条例の一部

を改正する条例制定について」を議題といたしま

す。 

谷口市民課長の説明を求めます。 

○谷口市民課長 

それでは、議案第 17 号「西予市国民健康保険

条例の一部を改正する条例制定について」説明申

し上げます。 

今回の改正は、健康保険施行令の一部改正に伴

い、出産育児一時金の支給額が引上げられるため、

本条例の一部を改正するものでございます。 

改正内容につきましては、出産育児一時金の基

本額を 48 万 8000 円に引き上げることにより、産

科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産

育児一時金の支給額を 50 万円とするものでござ

います。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

谷口課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

第８条の第１項中、40 万 8000 円から 48 万

8000 円に変えるとなっておりますが、50 万  

というのは、プラスするということですか。 

○谷口市民課長 

このたび、出産育児金が 40万 8000円から 48万

8000 円に上がりまして、それに加えて加算額、

産科医療補償制度の加算金なんですが、それが

1 万 2000 円、それを合計して 50 万になるという

ことでございます。 

○酒井副委員長 

1 万 2000 円というのは市の補填になるんです

か。それとも国保会計からの追加ですか、どちら

なんですか、財源的に。 

○谷口市民課長 

国保の被保険者の中で出産される方への出産一

時金の分ですので、国保会計からの分になります。 

○酒井副委員長 

ほかの健康保険だとか、いろいろあるんですが、

共済保険だとか、それもこれに準じて対応すると

いう解釈でよろしいですか。 

○谷口市民課長 

この加算額の 1 万 2000 円という分は、産科医

療補償制度というものに加入している産科医療  

機関が掛金として払うものなので、ほかの保険機

関も該当するんですが、この出産等、基本的な出

産育児一時金の 48 万 8000 円については国保だけ

のものになります。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 17 号「西予市国民健康保険条例の一部

を改正する条例制定について」原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 35 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 38 分） 

続きまして、議案第 18 号「西予市国民健康保

険診療所条例の一部を改正する条例制定について」

を議題といたします。 

谷口課長の説明を求めます。 
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○谷口市民課長 

それでは、議案第 18 号「西予市国民健康保険

診療所条例の一部を改正する条例制定について」

説明申し上げます。 

今回の改正は、安定的な医療提供体制の確保を

目的として、医師の雇用形態の充実を図るため、

本条例の一部を改正するものでございます。 

改正内容につきましては、診療所長となる医師

の雇用形態に会計年度任用職員を追加し、診療日

数等に応じた雇用ができるよう充実を図るもので

ございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

谷口課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 39 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 41 分） 

○酒井副委員長 

会計任用職員にした理由ってのが、現実にあっ

たかどうかを確認いたします。会計任用職員の人

件費を減らすという方向で会計任用職員を多くし

ないということを聞いてるんですけど、どうして

会計任用職員になったのかをお聞きいたします。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 41 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 42 分） 

○谷口課長 

今ほどの御質問でございますが、現在西予市の

医師は 65 歳が定年制となっています。３年を超

えない範囲で延長ができるというところではござ

いますが、それらも鑑みまして、今後の医師不足

に対してと働き方改革の面で、より広く診療所で

働く医師の確保の面で、今回、会計年度任用職員

ということを制度に加えることにいたしました。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○中村委員 

会計年度任用職員を希望されて残られるといい

ますか、勤務を続けられる医師の方の待遇という

ことについてはどのようになっていますでしょう

か。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 43 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 44 分） 

○谷口課長 

今ほどの御質問でございますが、雇用の形態と

いたしましては、二及診療所に水曜日と金曜日の

週２回、８時半から５時まで、そして、周木診療

所のほうに火曜日と木曜日の週２日で８時半から

15 時までの勤務ということになります。 

また給与のほうですが、今回会計年度任用職員

に変わることで、支給合計といたしましては

1419 万 8000 円ということで、元の正規から約

550 万ほど減額という形になっております。また、

勤勉手当等が現在支給されるものが、会計年度任

用職員になりましてこの部分は支給されなくなる

こと、そして管理職手当のほうも今回支給されな

いという形になります。 

以上でございます。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 18 号「西予市国民健康保険診療所条例

の一部を改正する条例制定について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

続けて説明申し上げます。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」、議案書第 38 号「令和５年度西予市国民健

康保険特別会計予算」、続いて議案第 39 号「令

和５年度西予市後期高齢者医療特別会計予算」３

案ともに一括説明をお願いいたします。 

谷口課長の説明を求めます。 

○谷口市民課長 

それでは、議案第 36 号「令和５年度西予市一

般会計予算」の市民課所管分につきまして、予算

書に基づき説明申し上げます。 

一般会計予算書の 66 ページから 67 ページを御
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覧ください。 

歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただ

きます。まず、歳出から説明いたします。 

2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍

住民基本台帳費、本年度予算額 8390 万円を予算

計上いたしました。前年度より 9006 万 1000 円の

減額となっております。主な減額理由といたしま

して、マイナンバーカード交付事業の県実施の普

及事業が終了したことによる県への負担金がなく

なったこと、会計年度任用職員給与費において、

各支所任用職員分を各支所で計上となったことに

よる減額でございます。事業の内訳といたしまし

て、住民基本台帳等庶務事業 50 万円、戸籍事業

157万 6000円、旅券事業 16万 4000円、マイナン

バーカード交付事業 139 万 5000 円、会計年度任

用職員給与費（マイナンバーカード交付事業）  

分 247 万 7000 円、会計年度任用職員給与費（住

民基本台帳等庶務事業）分 571 万 4000 円の６事

業になります。 

マイナンバーカード交付事業につきましては、

カードと電子証明書の交付に加え、カード普及の

広報や申請環境の充実、また、保険証利用のひも

づけ等マイナポイント取得に係る申込み手続のサ

ポートも行ってまいりました。令和３年度の交付

率は 53.86％でございましたが、令和４年度にお

いては、各種マイナポイント事業や学校、職域、

グループへの出張申請を展開し、令和５年２月末

では交付率が 73.43％、申請率では 84.25％に増

加いたしました。令和５年度も引き続き広報の強

化や窓口等における手続の丁寧な説明支援に努め、

交付率の向上に取り組んでまいります。 

続きまして、78 ページを御覧ください。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費、本年度予算額 5 億 1255 万 3000 円のうち、市

民課所管分は、79 ページ、27 節繰出金、国民健

康保険特別会計事業勘定繰出事業で 3 億 6568 万

8000 円を計上いたしました。昨年度より 5045 万

8000 円の減額でございます。主な理由といたし

まして、職員給与費等繰入金及び財政安定化事業

繰入金の減額によるものでございます。この繰出

金につきましては、後ほど国民健康保険特別会計

事業勘定で説明いたします。 

続きまして、85 ページを御覧ください。 

国民年金事務費、本年度予算額 1135 万円を予

算計上いたしました。昨年度より 216 万 4000 円

の増額でございます。主な理由としまして、組織

再編に伴う職員給与費の増額によるものでござい

ます。 

続きまして、87 ページを御覧ください。 

3款民生費、1項社会福祉費、9目後期高齢者医

療費、本年度予算額 9 億 564 万 7000 円を予算計

上いたしました。昨年度より 275 万 5000 円の減

額でございます。内訳としまして、後期高齢者医

療事業 6 億 3346 万 3000 円で、昨年度より 220 万

円の減額となります。主な理由としまして、令和

４年度実績見込み等により、広域連合から示され

た負担金の減額によるものでございます。 

後期高齢者医療特別会計繰出事業 2 億 7218 万

4000円で、昨年度より 55万 5000円の減額となり

ます。この繰出事業につきましては、後ほど、後

期高齢者医療特別会計で説明申し上げます。 

続きまして、98 ページを御覧ください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、本年度予算額 3 億 9202 万 1000 円のうち、市

民課所管分は 100 ページの 27 節繰出金、診療所

勘定繰出事業で 5913 万 5000 円を計上いたしまし

た。前年度より 1154 万 7000 円の減額でございま

す。主な理由といたしまして、二及・周木診療所

の医師の雇用形態の変更に伴う人件費の減少、診

療日見直しに伴う医薬材料費の減少等に伴い、一

般会計からの繰出金が減少しているものでござい

ます。この繰出金につきましても診療施設勘定会

計予算で説明いたします。 

次に、事前に配信させていただきました令和５

年度当初予算補足資料市民課分の１ページを御覧

ください。 

令和５年度当初予算歳入充当一覧表でございま

す。左から歳入、予算書ページ、款項目節説明、

金額、充当先事務事業、金額、備考となっており

ます。歳入につきましては、こちらの一覧表をお

目通し願います。 

以上で、議案第 36 号「令和５年度西予市一般

会計予算」の説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第 38 号「令和５年度西予市

国民健康保険特別会計予算」につきまして、予算

書及び補足資料に基づき説明申し上げます。 

お手元に配信しております令和５年度当初予算

補足資料の３ページ、令和５年度西予市国民健康

保険特別会計事業勘定当初予算総括表を御覧くだ

さい。特別会計予算書は 11 ページからになりま
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す。歳出から補足資料の３ページの右ページをも

とに説明させていただきます。資料は左から通し

番号、歳出科目、歳出概要、令和５年度予算額、

令和４年度予算額、比較、前年比の順に記載して

おります。 

まず初めに、通し番号１番総務費です。国民健

康保険事業に係る人件費、事務費等となります。

6855 万円を計上いたしました。前年度より

4374 万 8000 円の減額となっております。減額の

主な理由は国保事務の標準化、広域化等を目的に

令和４年度に導入しました市町村事務処理標準シ

ステムのクラウド環境構築費、自庁システム改修

費の減額と全体的な事務費、人件費の削減による

ものでございます。 

予算書は 26 ページから 28 ページ、1 款総務費、

1 項総務管理費から 4 項趣旨普及費までになりま

す。 

次に、資料の２番から 18 番の保険給付費です。

一般被保険者、退職被保険者等、その他の給付と

なります。36億 8349万 2000円を計上いたしまし

た。前年度より 525 万 8000 円の減額でございま

す。減額の主な理由は、一般被保険者高額療養費

の減少によるものでございます。各科目、前年度

の実績等から推計し、予算計上しております。 

予算書は 28 ページから 31 ページ、2 款保険給

付費、1 項療養諸費から 6 項傷病手当費までにな

ります。 

次に、19 番から 24 番の国民健康保険事業納付

金です。11 億 3983 万 3000 円を計上いたしまし

た。国保制度改正による広域化に伴い、市町が支

払う保険給付費の一部を県が市町に交付するため

の財源として、県が市町から徴収するものでござ

います。県は、市町が提出する各種データから、

全体の保険給付費の見込みを立て、所得水準や医

療費水準を考慮した上で、市町ごとに納付金とし

て必要な額を決定しております。 

予算書は 32 ページから 33 ページ、3 款国民健

康保険事業納付金、1 項医療給付費分から 3 項介

護納付金分になります。 

次に、25 番保健事業費の医療費通知費、医療

費適正化費です。645万 2000円を計上いたしまし

た。医療費通知の郵便料、医療費適正化に係るレ

セプト点検の医療審査等委託料等となっておりま

す。令和５年度におきましても、保険証更新時に

ジェネリック医薬品希望シールを配布し、普及啓

発を図ることとしております。 

予算書は 33 ページから 34 ページ、5 款保健事

業費、1項保健事業費、2目医療費通知費、3目医

療費適正化費になります。 

次に、 26 番特定健康診査等事業費です。

3950 万 9000 円を計上いたしました。前年度より

247万 2000円の増額でございます。特定健診及び

特定保健指導に係る経費となります。 

予算書は 34 ページの 2 項特定健康診査等事業

費になります。 

次に、27 番の共同事業拠出金です。1,000 円を

計上いたしました。退職者医療共同事業拠出金規

則により、年金受給権者一覧表に係る経費となっ

ております。 

予算書は 33ページの 4款共同事業拠出金、1項

共同事業拠出金、5 目共同事業拠出金になります。 

次に、28番直診勘定繰出金です。499万2000円

を計上いたしました。僻地直営診療所土居診療所

の運営費に係る財政支援として、特別調整交付金

で交付されるものでございます。 

予算書は 36ページの 7款諸支出金、2項繰出金

になります。 

次に、30 番基金積立金です。6 万 9000 円を計

上いたしました。財政調整基金の利子等について

積立てを行うものです。 

予算書は 35ページの 6款基金積立金、1項基金

積立金になります。 

次に、31 番償還金及び還付加算金です。310 万

円を計上いたしました。交付金の精算に伴う超過

交付分の返還、資格異動等に伴う国保税の還付を

行うものでございます。 

予算書は 35ページの 7款諸支出金、1項償還金

及び還付加算金になります。 

次に、32 番予備費です。200 万円を計上いたし

ました。 

予算書は 36ページの 8款予備費、1項予備費に

なります。歳出合計は 49 億 4799 万 8000 円で、

前年度より 6087 万 6000 円の減額となります。 

次に、歳入の説明をいたします。 

補足資料３ページの左ページ側を御覧ください。

予算書は 21 ページからになります。 

まず初めに、通し番号１番から３番の保険税で

す。一般被保険者 7 億 2793 万 1000 円、退職被保

険者等 60 万円、合計で 7 億 2853 万 1000 円を計

上いたしました。前年度より 2263 万 8000 円の減
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額でございます。保険税の算定につきましては、

10 月末の調定をもとに、被保険者数及び収納率

等を考慮して算出しております。 

予算書は 21 ページ、1 款国民健康保険税、1 項

国民健康保険税になります。 

次に、８番から 13 番の県支出金です。国保制

度改正による広域化に伴い県より交付されるもの

で、37 億 3884 万 6000 円を予算計上いたしまし

た。普通交付金と特別交付金でございます。 

予算書は 22 ページ、5 款県支出金、2 項県補助

金、4 目保険給付費等交付金になります。 

次に、14 番から 20 番の一般会計繰入金です。

3 億 6568 万 8000 円を計上いたしました。前年度

より 5045 万 8000 円の減額でございます。主な内

容としまして、14 番保険基盤安定繰入金（保険

税軽減分）は 1 億 7675 万 2000 円を計上いたしま

した。前年度より 190 万 1000 円の減額でござい

ます。 

15 番保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

9128 万 2000 円を計上いたしました。前年度より

1476 万 6000 円の増額でございます。一般会計で

国と県の負担分を受入れ、市の負担分を含めた金

額を国保特別会計に繰入れます。そのほかに、職

員給与等繰入金、財政安定化事業繰入金、その他

一般会計繰入金、健康総合対策事業分、未就学児

均等割保険料繰入金を一般会計から繰り入れるこ

ととしております。 

予算書は 23 ページ、7 款繰入金、1 項他会計繰

入金になります。 

次に、21 番財政調整基金繰入金です。1 億

908万 7000円を計上いたしました。被保険者数の

減少に伴う税収の減少、一般会計繰入金等の減少

等を補い、国保財政の安定運営、税率の引上げ緩

和を目的として基金を活用するものでございます。 

予算書は 23 ページ、7 款繰入金、2 項基金繰入

金になります。 

歳入予算合計は 49 億 4799 万 8000 円で、前年

度より 6087 万 6000 円の減額となります。当市の

国民健康保険は、令和３年度決算においては剰余

金が発生し、財政調整基金残高は 5 億円を超える

状況となっており、平成 30 年度に実施した国保

税率改正以降は、比較的安定した財政状況で推移

してきました。 

しかし一方で、被保険者数の減少に伴う税収の

減少が続いており、高齢化の進行や医療技術の高

度化などに伴う保険給付費等の増加も予想されて

おります。 

今後においても、財政調整基金を運用しながら

健全な運営に努めてまいります。 

続きまして、診療施設勘定会計予算について説

明申し上げます。 

こちらは予算書で説明いたします。予算書の

51 ページを御覧ください。 

予算書に基づき歳出から説明いたします。 

1 款総務費、1 項施設管理費、1 目一般管理費

7957 万 6000 円を予算計上いたしました。前年度

より 1257 万 9000 円の減額となっております。減

額の主な理由は、医師の雇用形態の変更に伴う人

件費の減少によるものでございます。 

次に、53 ページを御覧ください。 

2 款医業費、1 項医業費、1 目医業費 4152 万

7000 円を計上いたしました。前年度より 461 万

5000 円の減額でございます。減額の主な理由は、

各診療所の患者数の減少に伴う医薬材料費等の減

少によるものでございます。 

次に、5 款公債費、1 項公債費、1 目元金

1327 万 5000 円を計上いたしました。前年度より

1,000 円の増額となっております。 

次に、5 款公債費、1 項公債費、2 目利子 1 万

5000 円を計上いたしました。周木診療所及び移

動診療車導入に係る地方債の償還利子によるもの

でございます。 

次に、54 ページを御覧ください。 

7 款予備費、1 項予備費、1 目予備費 15 万円を

計上いたしました。 

次に、49 ページを御覧ください。 

歳入について説明いたします。 

1 款診療収入、2 項外来収入、目の合計で

6681 万 8000 円を計上いたしました。前年度より

571万 8000円の減額でございます。減額の主な理

由は、各診療所の患者数の減少に伴う診療収入の

減少によるものでございます。 

次に、2款使用料及び手数料、2項手数料、1目

文書料 61 万 9000 円を予算計上いたしました。前

年度より 2,000 円の増額でございます。 

次に、4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般

会計繰入金 5913 万 5000 円を計上いたしました。

前年度より 1154 万 7000 円の減額でございます。

減額の主な理由は、患者数の減少による医薬材料

費の減少、二及・周木診療所医師の雇用形態を正
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職員から会計年度任用職員に変更することによる

人件費の減少等に伴う一般会計繰入金の減額でご

ざいます。 

次に、50 ページを御覧ください。 

4款繰入金、2項事業勘定繰入金、1目事業勘定

繰入金 499 万 2000 円を予算計上いたしました。

前年度より 3 万 4000 円の増額でございます。土

居診療所の僻地直営診療所運営費等補助金の繰入

れによるものでございます。 

次に、6 款諸収入、2 項雑入、1 目雑入 297 万

9000円を予算計上いたしました。前年度より 3万

4000 円の増額でございます。各診療所の検査等

収入でございます。 

歳入歳出予算はそれぞれ 1 億 3454 万 3000 円で、

前年度より 1719 万 5000 円の減額となっておりま

す。 

診療施設勘定会計予算については、配信してお

ります令和５年度当初予算補足資料の４ページに、

それぞれの診療所ごとに記載しておりますので、

あわせてお目通し願います。 

以上で、議案第 38 号「令和５年度西予市国民

健康保険特別会計予算」についての説明とさせて

いただきます。 

続きまして、議案第 39 号「令和５年度西予市

後期高齢者医療特別会計予算」につきまして、予

算書に基づき御説明を申し上げます。 

予算書の 74 ページを御覧ください。 

歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただ

きます。まず、歳出から説明いたします。 

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、

本年度予算額 2295 万 8000 円を予算計上いたしま

した。内訳といたしまして、職員給与費 1841 万

6000 円及び後期高齢者医療庶務事業 454 万

2000 円でございます。前年度より 171 万 9000 円

の減額となっております。 

主な理由といたしまして、職員給与費の減額及

び、年１回の保険証の更新時の送付方法を簡易書

留から特定記録郵便へ変更したことによる減額に

よるものでございます。また、令和５年度は、愛

媛県後期高齢者医療広域連合とつながっており、

保険証等の交付に必要な標準システムの５年に１

回の更新年となっているため、システム更新委託

料 132 万 7000 円を新たに計上しております。 

続きまして、74 ページ及び 75 ページを御覧く

ださい。 

2 項徴収費、1 目徴収費、後期高齢者医療保険

料徴収事業、本年度予算額 196 万 3000 円を予算

計上いたしました。 

続きまして、75 ページを御覧ください。 

2 款後期高齢者医療広域連合納付金、1 項後期

高齢者医療広域連合納付金、1 目後期高齢者医療

広域連合納付金、本年度予算額 6 億 8955 万

2000 円を予算計上いたしました。前年度より

2505 万 3000 円の減額でございます。主な減額理

由といたしまして、被保険者数の減による保険料

の減収見込みによるものでございます。 

続きまして、75 ページ及び 76 ページを御覧く

ださい。 

3 款保健事業費、1 項後期高齢者健康診査事業

費、1 目後期高齢者健康診査事業費、本年度予算

額 1616 万 1000 円を予算計上いたしました。受診

者実績からの見込みによる集団検診負担金等の減

額により175万5000円の減額となっております。 

続きまして、4 款諸支出金、1 項償還金及び還

付加算金、1 目保険料還付金 100 万円、2 目還付

加算金 10 万円、合計 110 万円を予算計上いたし

ました。所得の更正等で発生する過年度の保険料

還付金、加算金を被保険者に還付するもので、過

年度に遡るため計上するものでございます。 

続きまして、77 ページを御覧ください。 

5款予備費、1項予備費、1目予備費、本年度は

12 万円を予算計上いたしました。前年度と同額

でございます。 

歳出合計は 7 億 3185 万 4000 円で、前年度より

2872 万 2000 円の減額となります。これで歳出の

説明とさせていただきます。 

続きまして、71 ページを御覧ください。 

歳入の説明をさせていただきます。 

1 款後期高齢者医療保険料、1 項後期高齢者医

療保険料、1 目特別徴収保険料 3 億 2293 万円、

2目普通徴収保険料 1億 2049万 3000円、合計 4億

4342 万 3000 円を予算計上いたしました。前年度

より 2661 万 5000 円の減額でございます。主な理

由といたしまして、被保険者の減によるものでご

ざいます。 

続きまして、2 款使用料及び手数料、1 項手数

料、2 目督促手数料、本年度予算額 5 万円を予算

計上いたしました。 

続きまして、3 款繰入金、1 項一般会計繰入金、

1 目事務費繰入金 4972 万 9000 円、2 目保険基盤
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安定繰入金 2億 2245万 5000円、合計 2億 7218万

4000 円を予算計上いたしました。前年度より

55 万 5000 円の減額でございます。主な理由とい

たしまして、事務費繰入金は増額しておりますが、

保険基盤安定繰入金が増額分以上に減額している

ためでございます。 

続きまして、72 ページを御覧ください。 

4 款繰越金、1 項繰越金、5 款諸収入、1 項延滞

金及び過料、それぞれ前年度と同額を予算計上い

たしました。 

続きまして、2 項償還金及び還付加算金、1 目

保険料還付金 100万円、2目還付加算金 10万円、

合計 110 万円を予算計上いたしました。いずれも

前年度と同額でございます。保険料の還付に係る

広域連合からの歳入になります。 

続きまして、3 項預金利子、1 目預金利子

1,000 円を予算計上いたしました。こちらも前年

度と同額でございます。 

続きまして、73 ページを御覧ください。 

4 項雑入、合計 2,000 円を予算計上いたしまし

た。内訳は、1 目滞納処分費 1,000 円、2 目雑入

1,000 円となっております。 

続きまして、5 項受託事業収入、1 目後期高齢

者医療広域連合受託事業収入、本年度予算額

1509 万 1000 円を予算計上いたしました。前年度

より 155 万 2000 円の減額でございます。後期高

齢者の保健事業と介護予防の一体的実施及び健康

診査に係る費用について、広域連合より交付され

るものであります。 

これで歳入の説明とさせていただきます。 

歳入歳出予算はそれぞれ 7 億 3185 万 4000 円で

ございます。 

以上で、議案第 39 号「令和５年度西予市後期

高齢者医療特別会計予算」の説明とさせていただ

きます。 

以上３議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

谷口課長の説明は終わりました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 35 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 37 分） 

これより３案を議案ごとに質疑を行います。 

初めに、議案第 36 号「令和５年度西予市一般

会計予算」を議題といたします。 

この件について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１つずつやりますので議案第 36 号に関してお

願いいたします。ここが 1 番エリアが広いんです

が。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 37 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 41 分） 

質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

戸籍事業とか、旅券事業とかいろんなものがあ

るんですが、市民課には。今回、自治センターの

ほうへ出せるようになるんですけども、今まで出

してたところと違うところの、４月１日から即座

に出せるような準備ができておりますか。 

○谷口市民課長 

今ほどの御質問でございますが、現在も公民館

でも諸証明の発行とかは行っておりまして、来年

度のセンター化に伴ってセンターの事業として、

戸籍関係とか、住基に関わるいろんな業務で加算

されるものは大きくはございません。今と同じよ

うに諸証明の発行業務をセンターでも行ってとい

う形になります。 

逆にセンター化に伴って、組織改編で、支所で

行っていた業務を本庁に一括してそういう、いろ

んな届出の入力業務とか、審査業務とかを本庁で

行うという形のところでは変化はございます。 

○酒井副委員長 

申し込んで、それを本庁へ申入れのコピーを送

って、それから、本庁で写しをとってまた返って

くる、印鑑証明にしても、そういうシステムだっ

たと思うんですけれども、もっと便利な方法って

のは考えておられないですか。 

○谷口市民課長 

来年度のセンター化に伴って、現在本庁の市民

課でも行っているんですが、総合窓口システム、

総合窓口の端末で即時に住民票、印鑑証明とかの

発行はできるようにセンターでもなります。 

○酒井副委員長 

その都度、申し込んだらすぐに即座に出てくる

ような、本庁で受け付けしたような形のシステム

になってるということでよろしいですか。 

○谷口市民課長 

その都度受け付けて、それが本庁につながれて、
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本庁から、例えば支所とか、そちらのほうのプリ

ンターで出るような形のものもございます。 

○酒井副委員長 

27 の窓口の中で、今まではそれが出張所だと

か、野村とか、そういうことに限られてたと思う

んですけれども、それがもう全部同時に４月１日

からできると、体制になるということでよろしい

んですね。 

○谷口市民課長 

言われるとおりでございます。一斉にセンター

のほうでできます。 

○酒井副委員長 

自治センターの業務が非常に多くなる。そして

市民課の本庁の業務が、やはりここまで出てとい

う形から言えば、非常に少なくなる、本庁が少な

くなると結果的になるんじゃないかと想定される

んですが、27 のところで、全部戸籍も全部発行

できるわけでしょ。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 45 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 50 分） 

○酒井副委員長 

地域づくり活動センターが今度できるんですけ

ども、いろんな市民課のいろんな申請書だとかい

ろんなものについて、出しやすい、何はどこでっ

ていうやつをしっかりと市民に知らしめる方法っ

てのを考えておられますか。 

○谷口市民課長 

センター化に伴う業務につきましてはまちづく

り推進課が所管でございますが、現在まちづくり

推進課で、センターでできる業務について市民の

方が分かりやすいようにパンフレット等を作成中

でございますので、市民の方にも広く周知して、

令和５年度からスムーズに行えるように準備をし

ているところでございます。 

○酒井副委員長 

書類申請だけじゃなくて相談窓口もやはり今回

つくるようでございますが、その辺りにしたもの

も徹底して、どこですぐできるか、また、相談窓

口になって、センターの職員が能力があるかどう

かということも、私どもは少し懐疑があるんです

けれども、その辺りは間違いのないような受け付

けをしていただきたいと思います。 

○谷口市民課長 

おっしゃるとおり市民の方がセンターに来られ

たときに、相談とかされたときに、スムーズに対

応できるように、また、どうしても専門的な内容

の相談につきましては、センター職員から本庁市

民課職員につないで、市民の方と直接フェースタ

イムという形で、システムを通して御相談を受け

てお答えするというようなシステムも準備してお

りますので、そのような形で対応したいと考えて

おります。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○中村委員 

マイナンバーカード交付事業についてお尋ねを

いたします。 

今年２月末で、マイナポイント２万ポイントの

締切りがありました。マイナンバーカードをもう

既につくっていらっしゃる方については、マイナ

ポイントもまだ延長の措置があるから急がなくて

もいいんだよという話は聞いていました。現状で

は 84.25％の申請がされていて、もう残りは 15％

ちょっとになっていると。新しい年度についても

引き続き交付事業は進めていくというお話でした

が、新規のことを考えられるのか、今までどおり

の事業を継続して地道にやっていかれるのかとい

うことをまずお尋ねいたします。 

○谷口課長 

来年度のマイナンバーカードの交付事業の内容

でございますが、実際もう８割以上の方が申請さ

れておりますが、今から、もちろん出生して新規

でカードをつくられる方への普及、そして、未成

年者につきましては、カードが５年更新でござい

ますので、その方たちに対しての周知、そして、

マイナポイント事業も５月までは続きますので、

まだひも付け等をされてない方とかに対しての支

援などを考えております。 

○中村委員 

現状申請されてない残りの 15％の方の年齢に

関するとかそういう分析とかはどのようになって

いますでしょうか。 

○谷口市民課長 

まだ申請されていない方の年齢層なんですが、

やはり乳幼児と高齢者の方、施設等に入所されて

いる方も含める高齢者の方がまだ申請されてない

傾向でございます。 

今度国の指針で、なかなか乳幼児の方マイナン
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バーカードをつくるときに写真がとりにくい傾向

なんですが、そこのあたりも写真が不必要になる

ような動きもありますし、高齢者施設につきまし

ても、今現在３月も出張申請で申請を受け付ける

形もとっていますので、その辺りのフォローもし

ていきたいと考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○酒井副委員長 

先ほどの続きですけれども、身体障がい者なん

か、マッサージとか針とかそういう申請出します

ね、補助金申請。出すのも全部やれます。 

そしてバス料金の高齢者のバスの割引券が何冊

かずつ出せるようになっているんですが、そうい

うのも全部市民課の中、センターのほうで受け付

けてくれるんですか。細かいことですけども。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 56 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 02 分） 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

今酒井委員からお尋ねがございましたセンター

での発行業務等の流れの分なんですけれども、今

現在、市の全業務について拾い上げまして、まち

課で整理をしております。また今月中をめどに、

市民の皆様には、その取扱い業務とか内容等につ

いてパンフレット等でお知らせをするようなこと

と聞いておりますので、もうしばらくお待ちいた

だけたらと思います。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○二宮委員 

今酒井委員が、センターでの市民課のという話

でいろいろあったんですけど、私はマイナンバー

カードを、ここまでやっぱり 84％ぐらい申請さ

れとったら、今、さっきもちょっと話の中にあり

ましたけど、マイナンバーカードでコンビニで発

行するとかいうこととか、もっとほかの市では、

もう既にマイナンバーカードを使った便利な事務

手続というか、そういうものが増えてると思うん

ですよね。今まで何回かこれマイナンバーカード

を日本一にというときからいろいろ質問してて、

全く独自でやろうとしてるところが見えないんで

すけれども、何かそういうところの近々考えてる

こというのはありますか。 

○谷口市民課長 

国もマイナンバーカードが健康保険証と一体化

ということが閣議決定して、2024 年度の秋から

本格運用するようになりますし、またいろんな国

家試験とかで添付書類で必要だった書類なんかも

マイナンバーカードを利用することによってそこ

が省略できるということが閣議決定されました。

それに準じて西予市も基本的なところのマイナン

バーカードによる書類の省略なんかはできるんで

すけれども、西予市独自として行うことにつきま

しては、今政策推進課とも検討しているところで

ございますが、例えば、もっと先を考えると、携

帯の中でやる形、マイナンバーカードよりもっと

一歩先を行った、そういうとこら辺も含めて検討

していかなければいけない時期に来ているのかな

というところで、今現在は西予市独自としてのマ

イナンバーカードの利用というところでは、明確

な、こういうことをやる予定ですというようなこ

とは案件としては上がっておりません。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 05 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 08 分） 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

マイナンバーカードの意識替えをしてほしいん

ですが、まだ西予市の市役所へ行って身分証明等

を出せという場合は、運転免許証ありますかが先

なんですよ。先にもうマイナンバーカードありま

すかということに意識替えをしていただくように、

ひとつそういう運動を起こすようにお願いします。

84％ぐらいいってるわけですから。そして、運転

免許証の場合は、必ず出向いた場合は携帯してな

くてはいけないんで、運転免許証のほうが言いや

すいかもしれませんけれども、マイナンバーカー

ドのメリットというものを深く浸透さすためには、

やはり市役所の窓口ぐらいは、身分を証明するも

のをマイナンバーカード持っておりますかと先に

言ってほしいですね。希望しておきます。 

○谷口市民課長 

市民課窓口でもマイナンバーカードを徹底した

いと思いますし、また運転免許証も、今後マイナ

ンバーカードと一体化される予定でございますの

で、なお一層証明するものとして、マイナンバー

カードが一番に出てくる形に努めたいと思います。 
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○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

では次の議案第 38 号に移ります。 

質疑を行いたいと思います。 

質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

国民健康保険特別会計が広域な県になってから

何年になるんですかね。それの今までメリットだ

とかデメリットがあったんですけれども、数年経

過してどのようにとらえておるか述べていただい

たらと思うんですが。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

御質問いただきました広域化につきましてです

けれども、メリット、デメリットのところの詳細

なところについてはまだ分析検証はできておりま

せんけれども、特にメリット的なものにつきまし

ては、財政支援を受けることができる、また安定

的な財政運営が図られるというところがメリット

と挙げられてこようかなと思いますけれども、一

方、当然独自性のある取組ができない。広域化の

後には、全ての施策について一本化、広域化一本

化というようなところに進んでいくんだろうと思

うんですけれども、独自性のところが図れること

がなかなか難しくなるんではないかなというよう

な感じは受け取っておるところでございます。 

概要でございますが、以上、答弁とさせていた

だきます。 

○酒井副委員長 

国保を税として扱ってるとこと、徴収金で扱っ

てる自治体があるわけでございますが、その辺り

も含めて、税の料金改定の一本化ってのは進んで

おるんですか、自治体ごとに。 

○谷口市民課長 

今ほどの御質問でございますが、現在 20 市町

で４市が保険料で、後が保険税になっております。

これを税に一体化するとか料に一体化するとかと

いうところについての動きはまだございませんが、

ただ、今県下のほうで、保険料水準の統一に向け

ての動きがございます。ちょうどこの令和５年度

にそのロードマップ、どういう段階で進めていく

かというようなロードマップを作成することにな

っておりますので、今、そのような状況でござい

ます。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようですので、議案第 38 号「令和５

年度西予市国民健康保険特別会計予算」について

の質疑を終結といたします。 

続いて、最後の議案第 39 号「令和５年度西予

市後期高齢者医療特別会計予算」の質疑をお受け

いたします。 

質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

後期高齢者西予市で約 9,000 人でございますけ

れども、7 億の予算ってのはちょっと少ないよう

に感じるんですが、私の勘違いでしょうか。それ

とも何か原因があるんでしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 14 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 18 分） 

○谷口市民課長 

今ほどの御質問でございますが、国保と比較し

ますと、国保は保険給付費のほうが予算の中に入

っております。後期高齢のほうは、保険料が１人

当たりということで、国保と比べて年間１人当た

りの年間の保険料も半額というようなところも影

響しております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○竹﨑委員長 

そのほかございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で３議案の質疑を終結といたします。 

これより議案ごとに採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会として原案どおり可

決することに決しました。 

続きまして、議案第 38 号「令和５年度西予市

国民健康保険特別会計予算」について、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 39 号「令和５年度西予市

後期高齢者医療特別会計予算」について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

本委員会に付託されました議案についての審査

は全て終了いたしました。 

これにて終了いたします。 

 

閉会 午後３時 20 分 

 

西予市議会委員会条例第 30 条第１項の規定に

よりここに署名する。 

 

 西予市議会厚生常任委員長 竹﨑 幸仁 

 

 

 


